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香芝ふれあいフェスタ２０１９
　「香芝ふれあいフェスタ２０１９」は、ボランティアなどの市民団体と市内業者など、多種多様な人々の
出会いと交流の場です。ぜひご来場ください。

日時

場所

１１月３日（日・祝）
午前１０時～午後３時（荒天中止）

市役所駐車場 ・総合体育館駐車場

◆申込 ・問合先　　市役所市民協働課　☎４４－３３１４

ブース出展者 ・ ステージ出演者 ・ マルシェ出店者　募集
　「香芝ふれあいフェスタ２０１９」 で、 ブース出展、 ステージ出演をしてくださる市民団体、 マルシェ出店をしてくださる市内
業者を募集します。

◆応募資格　�①、②・・・主に市内で活動している市民活動団体及び非営利団体� �
＊個人または営利を目的とする事業所・団体などは出展及び出演できません。� �
③・・・・・市内に店舗を持つ事業者

◆申込方法　募集要項を確認の上、所定の用紙に必要事項を明記し、市民協働課（市役所１階）に申し
込みください。
＊詳しくは募集要項をご覧ください。募集要項及び申込用紙は市民協働課で配布または市ホームページ
からもダウンロードできます。
＊申込団体・業者が多数の場合は、主催者で抽選します。
◆申込期限　８月２日（金）当日消印有効
◆主催　香芝ふれあいフェスタ実行委員会

①ブース出展
◆出展内容　　
　文化活動や作品の展示発表・
飲食物の販売・体験型ワーク
ショップなど
◆募集団体数　４５団体程度　
◆応募規定
・出展料　４，０００円
・出展用スペースを提供します。
＊飲食物を販売される場合は貸
出テントを必ず利用ください。

③マルシェ出店
◆出店内容　　
　飲食物・工芸品などの販売

◆募集業者数　５業者程度
◆応募規定　
・出展料　１０，０００円
＊詳細については募集要項を確
認の上、市民協働課に問い合わ
せください。

②ステージ出演
◆出演内容
　文化活動や演舞などの発表、
音楽演奏など
◆募集団体数　１０団体程度
◆応募規定
・舞台設備料　３，０００円
・�出演時間は１団体につき１５分以
内です（予定）。

・�音楽についてはチーム内でＣＤま
たはＭＤを用意してください。
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住
民
み
ん
な
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

ｉ
ｎ
香
芝
２
０
１
９
～
笑
顔
で
つ

な
が
る
　
心
を
つ
な
げ
る
～

▼
日
時
　
７
月
14
日
（
日
）
正
午
～

午
後
４
時

▼
場
所
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
内
容
　
今
年
の
テ
ー
マ
は
『
笑
顔

で
つ
な
が
る
　
心
を
つ
な
げ
る
』

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
登
録
団
体

が
、
工
夫
を
凝
ら
し
活
動
を
紹
介
し

ま
す
。

・�

パ
ネ
ル
展
示
コ
ー
ナ
ー
、
ふ
れ
あ

い
コ
ー
ナ
ー
、
模
擬
店

・�

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー(

参
加
者
に
は

景
品
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
。
全
て
の
コ

ー
ナ
ー
を
回
っ
た
か
た
へ
『
Ｉ
Ｗ

Ａ
Ｋ
Ｉ
夏
フ
ェ
ス
』
ビ
ン
ゴ
カ
ー

ド
を
お
渡
し
し
ま
す)

・
演
芸
舞
台
発
表

＊
今
年
は
、
以
和
貴
会
主
催
の
「
夏

フ
ェ
ス
」
（
午
後
４
時
～
８
時
）
と

同
日
開
催
し
ま
す
。

＊
駐
車
ス
ペ
ー
ス
に
限
り
が
あ
り
ま

す
の
で
、
来
場
は
公
共
交
通
機
関
を

利
用
く
だ
さ
い
。

＊
当
日
午
前
７
時
現
在
、
気
象
庁
天

気
情
報
に
お
い
て
香
芝
市
に
警
報
が

発
令
さ
れ
て
い
る
場
合
は
中
止
で
す
。

▼
問
合
先
　
香
芝
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

セ
ン
タ
ー
　
☎
76

－

７
１
７
９

夏
休
み
親
子
セ
ミ
ナ
ー

楽
し
く
遊
ぼ
う
！
親
子

で
元
気
ア
ッ
プ

▼
日
時
　
７
月
20
日
（
土
）
午
前
11

時
30
分
～
午
後
３
時

▼
場
所
　
総
合
体
育
館

▼
対
象
　
３
歳
児
か
ら
小
学
生
低
学

年
ま
で
の
児
童
と
そ
の
保
護
者

▼
定
員
　
50
組

▼
内
容
　
親
子
ふ
れ
あ
い
体
操
、
親

子
対
抗
ゲ
ー
ム
、
親
子
で
歌
と
ダ
ン

ス▼
費
用
　
無
料

▼
持
参
物
　
上
靴
・
飲
み
物
・
タ
オ

ル
な
ど

▼
服
装
　
動
き
や
す
い
服
装

▼
申
込
方
法
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
メ
ー

ル
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
（
当
日

参
加
申
込
可
）

▼
申
込
・
問
合
先
　
特
定
非
営
利
活�

動
法
人
　
奈
良
県
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ�

ン
協
会
　
☎
０
７
４
３

－

85

－

６
３�

０
３
　

０
７
４
３

－

85

－

６
３
１�

３
　

n
p
o
-n
ararec@

b
z0
4
.p
lala.

o
r.jp冬

彩
に
飾
ろ
う

和
紙
玉
教
室

▼
日
時
　
７
月
21
日
（
日
）
午
前
10

時
～
正
午

▼
場
所
　
中
央
公
民
館
１
階
・
第
１�

・
２
研
修
室

▼
対
象
　
和
紙
玉
教
室
に
興
味
の
あ

る
か
た

＊
小
学
生
以
下
は
保
護
者
同
伴
で
参

加
く
だ
さ
い
。

▼
定
員
　
先
着
30
名

▼
内
容
　
今
池
親
水
公
園
（
市
役
所

隣
）
で
、
毎
年
冬
に
行
わ
れ
る
美
し

い
光
と
音
の
お
祭
り
「
冬
彩
」
に
飾

る
「
和
紙
玉
」
を
作
り
ま
す
。

▼
講
師
　
冬
彩
実
行
委
員
会

▼
費
用
　
無
料

▼
持
参
物
　
タ
オ
ル
、
は
さ
み
、
エ

プ
ロ
ン

▼
服
装
　
汚
れ
て
も
よ
い
服
装

▼
申
込
方
法
　
電
話
ま
た
は
メ
ー
ル

で
、
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）
・

年
齢
・
連
絡
先
を
明
記
し
、
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
期
限
　
７
月
18
日
（
木
）
午

後
５
時

▼
申
込
・
問
合
先
　
冬
彩
実
行
委
員

会
事
務
局
（
市
役
所
市
民
協
働
課

内
）
☎
44

－

３
３
１
４

k
y
o
u
d
o
u
@
city
.k
ash
ib
a.lg
.jp

二
上
山
博
物
館
企
画
テ
ー
マ
展

「
二
上
山
が
噴
火
し
て
い
た
こ
ろ
～

二
上
山
の
岩
石
と
植
物
化
石
～
」

▼
日
時
　
７
月
20
日
（
土
）
～
９
月

１
日
（
日
）

▼
場
所
　
二
上
山
博
物
館
・
企
画
テ

ー
マ
室

▼
内
容
　
夏
休
み
の
自
由
研
究
の
一

つ
と
し
て
、
二
上
山
が
噴
火
し
て
い

た
こ
ろ
の
様
子
を
岩
石
標
本
や
植
物

化
石
を
通
じ
て
研
究
し
て
み
ま
し
ょ

う
！

▼
入
館
料
　
大
人
２
０
０
円
（
１
５�

０
円
）
、
学
生
１
５
０
円
（
１
０
０

円
）
、
小
人
１
０
０
円
（
50
円
）

＊
括
弧
内
は
20
名
以
上
の
団
体
料
金
。

＊
夏
休
み
期
間
中
の
無
料
入
館
日
は

毎
週
土
曜
日
で
、
高
校
生
以
下
は
無

料
で
入
館
で
き
ま
す
。

＊
９
月
１
日
（
日
）
は
「
関
西
文
化

の
日
プ
ラ
ス
」
に
参
画
の
た
め
、
終

日
無
料
で
入
館
で
き
ま
す
。

▼
問
合
先
　
教
育
部
生
涯
学
習
課
文

化
財
係
（
二
上
山
博
物
館
内
）
　
☎

77

－

１
７
０
０
　

第
33
回

フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
コ
ン
サ
ー
ト

▼
日
時
　
７
月
13
日
（
土
）
午
後
１

時
30
分
～
午
後
４
時

▼
場
所
　
大
和
高
田
さ
ざ
ん
か
ホ
ー

ル
（
大
和
高
田
市
本
郷
町
６

－

36
）

▼
出
演
　
香
芝
・
香
芝
西
・
香
芝
東�

・
香
芝
北
中
学
校
の
合
唱
部
・
吹
奏

楽
部

▼
参
加
費
　
無
料

▼
問
合
先
　
香
芝
北
中
学
校
（
担
当�

：

山
下
）
☎
79

－

０
２
０
０

第
18
回

平
和
の
た
め
の
香
芝
戦
争
展

【
平
和
の
た
め
の
香
芝
戦
争
展
】

○
日
時

・�

８
月
３
日
（
土
）
午
前
９
時
30
分

～
午
後
５
時

・�

８
月
４
日
（
日
）
午
前
９
時
30
分

～
午
後
４
時

○
場
所
　
ふ
た
か
み
文
化
セ
ン
タ
ー

１
階
・
市
民
ホ
ー
ル

○
内
容

①�

香
芝
市
民
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
肉
親

の
遺
品
・
戦
争
資
料
の
紹
介

②�

奈
良
県
中
国
帰
国
者
が
語
る
「
残

留
孤
児
」
の
実
態

③�

若
者
・
女
性
に
よ
る
「
戦
争
と
平

和
」
企
画
コ
ー
ナ
ー

④�

平
和
へ
の
道
！
み
ん
な
で
造
ろ
う

「
平
和
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」

⑤�

子
ど
も
た
ち
へ
！
戦
時
食
試
食
、

昔
の
遊
び
、
紙
芝
居
、
折
り
鶴
、

平
和
図
書
コ
ー
ナ
ー
　
な
ど

【
原
爆
犠
牲
者
追
悼
の
集
い
】

○
日
時
　
８
月
６
日
（
火
）
午
前
８

時
～

○
場
所
　
今
池
親
水
公
園
　

＊
戦
争
遺
品
・
資
料
の
提
供
と
戦
争

体
験
の
語
り
部
の
募
集
を
し
て
い
ま

す
。

▼
問
合
先
　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
平
和
の
た

め
の
香
芝
戦
争
展
事
務
局
（
担
当

：

西
嶋
）
☎
０
９
０

－

３
６
１
８

－

５�

６
８
１
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ス
ポ
ー
ツ
・
健
康

◆対　　象　　小・中学生を含む家族またはグループ（「サファイアさがしにチャレンジ！」 は、どなたでも参加いただけます。）
◆申込方法　�直接窓口（月曜日は休館）、またはＦＡＸ・メールで、代表者の住所・氏名（フリガナ）・�年齢・電話番号、�

講座名と参加希望時間、 参加人数（大人○人、 小人○人）を明記し、�申し込みください。
* 「サファイアさがしにチャレンジ！�」 は申込不要です。
* 「勾玉づくりにチャレンジ！�」 は勾玉セットの大小の個数を明記ください。
* いずれの講座も先着順です。 定員になり次第、 受付を終了します。
*電話での申し込みはできません。
◆申込期限　�学芸員体験 ・古代人体験�７月２６日（金）まで�

それ以外は７月２８日（日）まで
◆申込 ・問合先　�教育部生涯学習課文化財係（二上山博物館内）〒６３９－０２４３�藤山１－１７－１７�

☎７７－１７００　 �７７－１６０１　 nijyouzan@city.kashiba.lg.jp

二上山アドベンチャー教室

夏休みは二上山博物館で遊ぼう！

サファイアさがしにチャレンジ！
〇日程　７月２１日～８月２５日までの毎週日曜日����
〇時間　�①午前１０時～正午� �

②午後１時～４時
〇場所　二上山博物館
〇内容　�二上山の砂の中からサファイアなどの宝石を探しま

す。
〇費用　無料
＊博物館入館料（２００円）が必要です。

学芸員体験　博物館を探検しよう！
～バックヤードツアー～

〇日程　７月２７日（土）
〇時間　�①午前１０時３０分～正午� �

②午後１時３０分～３時
〇場所　二上山博物館
〇定員　各回先着２０名
〇内容　�普段入ることができない博物館の裏側を探検しま

す。
〇費用　無料
〇持参物　軍手、 筆記用具
＊保護者のかたは博物館入館料（２００円）が必要です。

古代人体験　昔の道具で遊ぼう！
〇日程　７月２８日（日）
〇時間　�①午前１０時～正午� �

②午後１時～３時３０分
〇場所　尼寺廃寺跡史跡公園 ・学習館
〇定員　各回先着２０名
〇内容　�草木筆でオリジナルうちわ製作や昔の染物体験な

ど。
〇費用　無料

勾玉づくりにチャレンジ！
〇日程　８月３日（土）
〇時間　�①午前１０時３０分～正午� �

②午後１時３０分～３時
〇場所　二上山博物館
〇定員　各回先着２０名
〇内容　石（滑石）を削って勾玉を作ります。
〇費用　勾玉セット代（大）４００円、（小）３００円
〇持参物　鉛筆、 消しゴム、 蛍光ペン１本
＊保護者のかたは博物館入館料（２００円）が必要です。

化石づくりにチャレンジ！
〇日程　８月１７日（土）
〇時間　①午前１０時３０分～正午
　　　　�　②午後１時３０分～３時
〇場所　二上山博物館
〇定員　各回先着２０名
〇内容　�本物の化石から型取りして、 石こうの化石レプリカ

を作ります。
〇費用　無料
＊保護者のかたは博物館入館料（２００円）が必要です。

銅剣づくりにチャレンジ！
〇日程　８月２４日（土）
〇時間　�①午前１０時３０分～正午� �

②午後１時３０分～３時
〇場所　二上山博物館 ・特別展示室
〇定員　各回先着２０名
〇内容　�金属を溶かして型に流し込み、 小型の銅剣を作り

ます。
〇費用　銅剣セット代５００円
〇持参物　鉛筆、 消しゴム
＊彫刻刀があれば用意ください。
＊保護者のかたは博物館入館料（２００円）が必要です。
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～いろんな発見のために～
わくわくサイエンス
第４弾 （２部制）

小学生 20名
（低学年は
保護者同伴）

８月18日（日）
第一部
午前10時～正午

８月18日（日）
第二部
午後１時～３時

ペットボトルレーシング
カー＆ホバークラフトを
作ってレースをしよう！

プログラムを組んで、二種
類のロボットを動かしてみ
ましょう。

・500円 （教材費）
・筆記用具 ・はさみ
・空ペットボトル
・乾電池　ほか

・無料
・筆記用具 
・メモ用紙

講師：NPO香芝わくわくクラブ

楽しいお弁当づくり 小学生と
その保護者
15組

８月３日（土）
午前10時
～正午

夏の定番講座。親子でお弁
当を作りながら食育につい
て学びましょう。

・400円 
（材料代１人分）
・エプロン、三角巾、
 ふきん、子どもの上靴

講師：小林浩子氏
（香芝カロリーズ）

プロと一緒に楽しい木工 小学生とその
保護者
10組

小学生とその
保護者
10組

８月17日（土）
午前９時30分
～正午

トンカチやノコギリを使っ
て木工遊び。汚れてもよい
服装でお越しください！

・無料
 （家にある木工道具
 がよければ持参）

講師：香芝市建築組合青年部
（奈良県建築労働協同組合香芝支部）

大人も子供も一緒に遊ぶ
将棋教室

小学生と
その保護者
10組

８月10日（土）
午前10時
～正午

将棋のルールを知っている
かたはすぐ対局！初心者の
かたへは将棋の駒の動きな
ど初歩から教えます！

・無料
・飲み物

講師：香芝将棋同好会

日　時講座名・講師 対象・定員 費用・持参物 内容

中央公民館

の市民講座市民講座

中央公民館・ふたかみ文化センター・市民図書館・二上山博物館 合同イベント
「夏休みわくわく体験！」イベント開催決定！8 17日

18日月

市内在住・在職のかたへ、教材費のみで習い事ができる講座
を企画・提供しています。受講を希望されるかたは、中央公民
館窓口で直接申込、または、講座名・参加者の氏名とふりが
な・年齢（学年）・性別・保護者の氏名・住所・電話番号を明記し
て、ハガキ・FAX・メールにて下記まで申し込みください。電
話での申込はできません。

【注意】・申込は市内在住または在職のかたに限ります。・申込
受付完了メールの送信はしておりません。・定員を超える申込
があった場合は、抽選となります。・受講できるかたへのみ受
講案内ハガキを郵送します。受講案内が締切後１週間を過ぎて

も届かないかたは残念ながら落選です。・
申込者が少ない講座は開講しない場合が
あります。・当選されたかた以外は受講
できません。・不明な点は下記まで問い
合わせください。

「社会教育法」で定められ、設置されている「地
域住民が心身共に充実した生活ができるよう
文化活動の場を提供する」施設です。
展示会場・集会所として、地域のかたの学習
活動への貸館事業と定期講座の開設、イベン
トの企画運営などが主な事業です。

利用目的が文化的活動であれば、個人・団体に
関わらず利用できます。
下記のような用途では利用できません。
　・営利目的（企業の研修、商品製作など）
　・政治活動や宗教活動（後援会集会など）
　・法に反する活動（違法販売の説明会など）
＊18 歳未満のかたのみの利用はできません。
　保護者同伴をお願いします。

公民館ってナニ？

公民館は誰でも利用できる？

申込締切 午後８時申込締切
※ハガキの場合も27日必着※ハガキの場合も27日必着

７月27日 ７月27日 土 午後８時
    

申
込
専
用
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
読
み
込

め
ま
す
。

〒639-0231 下田西 3-7-5　　 77-4981　　 78-4981
受付時間：午前 9 時～午後 8 時　休館日：毎月第 1 木曜日 
　 http://kashiba-mirai.com/
講座申込専用　  kck_kouza@kashiba-mirai.com

香芝市中央公民館申込・問合先
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お
知
ら
せ

生
活
・
環
境

子
育
て
・
教
育

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ
・
健
康

二
上
山
博
物
館

第
２
回
公
開
講
演
会
と

「
岩
石
・
鉱
物
鑑
定
会
」

▼
日
時
　
８
月
17
日
（
土
）
午
後
２

時
～
３
時
30
分

▼
場
所
　
ふ
た
か
み
文
化
セ
ン
タ
ー

２
階
・
第
１
～
３
会
議
室

▼
定
員
　
先
着
１
０
０
名

＊
事
前
申
込
不
要
。

▼
内
容
　
演
題
「
二
上
山
が
噴
火
し

て
い
た
こ
ろ
～
二
上
山
の
岩
石
と
植

物
化
石
～
」

▼
講
師
　
岩
田
修
一
氏
・
（
（
有
）

旭
地
研
代
表
）

▼
費
用
　
２
０
０
円

＊
講
演
会
終
了
後
、
講
師
に
よ
る
岩

石
・
鉱
物
鑑
定
会
を
開
催
し
ま
す
。

鑑
定
し
た
い
岩
石
や
鉱
物
（
指
輪
や

ネ
ッ
ク
レ
ス
な
ど
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
、

装
飾
品
類
は
除
く
）
を
持
参
く
だ
さ

い
。
ま
た
鑑
定
会
の
み
の
参
加
も
で

き
ま
す
。

▼
問
合
先
　
教
育
部
生
涯
学
習
課
文

化
財
係
（
二
上
山
博
物
館
内
）
☎
77

－

１
７
０
０

◆申込 ・問合先　市民図書館　☎７７－１６００
e古都なら　https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/

★図書館ツアー★
○日時　�①７月２８日（日）、 ②８月１８日（日）� �

午前１０時～（４５分程度）
○場所　市民図書館
○対象　小学校高学年以上のかた
○定員　先着５名程度
○内容　図書館の利用方法などを案内
＊事前申込不要。 当日図書館入口までお越しください。

★夏休み子ども図書館員★
○日時　８月７日（水）・８日（木）午前１０時～正午
○場所　市民図書館
○対象　市内在住の小学４～６年生で２日間参加可能な
かた
＊昨年度の 「秋の子ども図書館員」 参加者は不可
○定員　４名
＊申込者多数の場合は抽選となります。
○内容　図書館の仕事体験
○申込方法　直接窓口またはｅ古都なら（電子申請サービ
ス）にて必要事項（①参加者の名前、 ②住所、 ③電話番
号、 ④学年）を記入して申し込みください。
＊窓口で申し込む場合は返信用はがきを持参ください。
○申込期限　７月２６日（金）午後７時まで

★夏にひやっとするおはなし会★
○日程　８月２５日（日）午後６時～（４０分程度）
○場所　市民図書館
○対象　４歳以上のかた（小学生以下のかたは保護者同
伴、 市内在住のかた優先）
○定員　先着３０名程度
○語り手　香芝お話ローソクの会、 図書館職員
○内容　怪談話や怖い昔話など
○申込方法　直接窓口または電話にて申し込みください。
○申込期間　７月２３日（火）午前９時３０分～

★夏休み子ども科学講座★
○日程　�８月４日（日）�

午前の部：午前１０時～正午�
午後の部：午後１時～３時

○対象　市内在住の小学生とその保護者
○定員　各部１０組
＊申込者多数の場合は抽選となります。
○場所　ふたかみ文化センター２階 ・会議室
○講師　奥田俊詞氏（畿央大学　教育学部現代教育学科
教授）
○内容　やってみよう！ロボットプログラミング
○申込方法　直接窓口またはｅ古都なら（電子申請サービ
ス）にて必要事項（①参加者の名前、②住所、③電話番号、
④学年、 ⑤希望の部、 ⑥保護者氏名、 ⑦当日参加人数）
を記入し、 申し込みください。
＊窓口で申し込む場合は返信用はがきを持参ください。
○申込期限　７月２６日（金）午後７時まで

★夏休みとしょかんクラブ★
○日程 ・対象　�①８月７日（水）小学校高学年�

②８月８日（木）小学校低学年�
③８月２２日（木）小学校高学年�
④８月２３日（金）小学校低学年

＊各学年、 すべて参加すると記念品をプレゼント。
○時間　午前１１時～
○場所　市民図書館おはなし室
○内容　「ドキドキの夏」 をテーマに、 絵本の読み聞かせやお
すすめの本の紹介。
○③、 ④では紹介のあと、 希望者によるおすすめの本紹介タ
イムを設けます。 先着 5名には記念品を用意
していますので、 おすすめの本を持参ください。
＊事前申込不要。

夏休みは図書館で過ごそう！

図書館夏休みのイベント
費用
無料
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か
し
ば
活
力
ア
ッ
プ
教
室

（
転
倒
骨
折
予
防
教
室
）

▼
日
程
・
場
所
　
左
表
の
と
お
り

▼
時
間

・
１
回
目
　
午
前
９
時
30
分
～
10
時
15
分

・
２
回
目
　
午
前
10
時
25
分
～
11
時
10
分

・
３
回
目
　
午
後
１
時
10
分
～
１
時
55
分

▼
対
象
　
お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
か
た

▼
定
員
　
各
回
60
名
　

＊
定
員
を
超
え
る
場
合
参
加
を
お
断
り
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

▼
担
当
　
（
株
）
Ｗ
Ｉ
Ｎ

＊
運
動
し
や
す
く
体
温
調
整
が
し
や
す
い
服
装
・

靴
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
水
分
補
給
用
の

飲
み
物
と
汗
拭
き
タ
オ
ル
を
持
参
く
だ
さ
い
。

わ
く
わ
く
楽ら

く
う来

る
（
脳
の
若
返
り
教
室
）

▼
日
時
　
７
月
26
日
（
金
）
午
後
1
時
～
２
時
30

分▼
場
所
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
・
多
目
的
室

▼
対
象
　
お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
か
た

▼
内
容
　
笑
い
ヨ
ガ
　

▼
担
当
　
大
和
園
く
う
る

＊
運
動
し
や
す
く
体
温
調
整
が
し
や
す
い
服
装
・

靴
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
水
分
補
給
用
の

飲
み
物
と
汗
拭
き
タ
オ
ル
を
持
参
く
だ
さ
い
。

地域包括支援センターからのお知らせ
◆問合先　総合福祉センター介護福祉課
　　　　　地域包括支援センター　☎７９－０８０２
＊各教室は、午前中は午前８時時点、午後は正午時点で、香芝市に気象警報が発令されている場合は教室開催を中止します。

＊市内には在宅介護支援センターが３か所あります。
いずれのセンターも、２４時間の相談受付が可能です。
　・在宅介護支援センター大和園白鳳……☎ 79-5500
　・在宅介護支援センターぬくもり………☎ 78-6300
　・在宅介護支援センターかしの木………☎ 79-6700

日程 場所

７／１７

（水）

総合福祉センター 

３階・会議室１

７／２４

（水）

総合福祉センター 

３階・会議室１

７／３１

（水）

総合福祉センター 

３階・会議室１

８／９

（金）

総合福祉センター 

２階・多目的室

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養

成
講
座

▼
日
時
　
８
月
１
日
（
木
）
午
後
１

時
30
分
～
３
時

▼
場
所
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階�

・
視
聴
覚
室

▼
対
象
　
認
知
症
に
つ
い
て
学
び
た

い
か
た

▼
定
員
　
先
着
25
名（
事
前
申
込
制
）

▼
内
容
　
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
は
、

認
知
症
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
し
、

認
知
症
の
人
や
家
族
を
温
か
い
目
で

見
守
る
応
援
者
で
す
。
受
講
し
た
か

た
に
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
の
証
で
あ

る
「
オ
レ
ン
ジ
リ
ン
グ
」
を
配
布
し

て
い
ま
す
。

▼
費
用
　
無
料

▼
申
込
方
法
　
直
接
窓
口
ま
た
は
電

話
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
・
問
合
先
　
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
（
介
護
福
祉
課
内
）

☎
79

－

０
８
０
２

第
31
回
オ
ー
プ
ン
ソ
フ

ト
ボ
ー
ル
大
会

▼
日
程
　
８
月
18
日
（
日
）
・
９
月

15
日
（
日
）

＊
予
備
日
９
月
22
日
（
日
）

☆
抽
選
会
及
び
説
明
会
を
８
月
３
日

（
土
）
午
後
７
時
30
分
か
ら
、
総
合

体
育
館
で
行
い
ま
す
。

▼
場
所
　
健
民
運
動
場
（
上
中
２
７�

３

－
２
）

▼
チ
ー
ム
編
成

・
１
チ
ー
ム
９
名
以
上

　
（
監
督
含
む
）

・�

市
内
在
住
・
在
職
の
18
歳
以
上
の

社
会
人
で
男
性
の
み
で
構
成
さ
れ

る
チ
ー
ム

▼
参
加
費
　
１
チ
ー
ム
２
，
０
０
０

円
（
保
険
料
含
む
）

＊
抽
選
会
の
日
に
持
参
く
だ
さ
い
。

＊
す
で
に
傷
害
保
険
に
加
入
し
て
い

る
チ
ー
ム
は
５
０
０
円
。

＊
用
具
・
ボ
ー
ル
な
ど
は
各
チ
ー
ム

で
用
意
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
方
法
　
総
合
体
育
館
窓
口
で
、

所
定
の
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
明

記
し
、
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
期
限
　
７
月
28
日
（
日
）

▼
問
合
先
　
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
協
会
事

務
局
（
担
当

：

池
原
）
☎
０
８
０

－

１
４
８
１

－

９
４
０
０

お
う
ち
の
こ
う
え
ん

ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ

▼
日
時
　
８
月
16
日
（
金
）
午
前
10

時
～
11
時
30
分

▼
場
所
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階�

・
健
康
増
進
室

▼
対
象
　
市
内
在
住
の
保
護
者
と
２

～
６
か
月
く
ら
い
ま
で
の
乳
児

＊
参
加
は
原
則
１
組
１
回
で
す
。

▼
定
員
　
10
組

＊
申
込
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
な

り
ま
す
。

▼
内
容
　
オ
イ
ル
を
使
っ
て
、
赤
ち

ゃ
ん
の
体
を
優
し
く
な
で
る
よ
う
に

マ
ッ
サ
ー
ジ
を
し
て
、
赤
ち
ゃ
ん
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
楽
し
む

「
ふ
れ
あ
い
」
で
す
。�

▼
申
込
方
法
　
ｅ
古
都
な
ら
電
子
申�

請
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(h

ttp
s://s-k

a
n
ta�

n
.co
m
/k
a
sh
ib
a
-n
a
ra
-u
/)

で
必
要

事
項
を
入
力
し
、
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

▼
申
込
期
間
　
７
月
22
日
（
月
）
～

８
月
５
日
（
月
）

▼
問
合
先
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
児

童
福
祉
課
　
☎
79

－

７
５
２
２

幼
児
教
育
・
保
育
の
無

償
化
に
つ
い
て

　
10
月
か
ら
始
ま
る
『
幼
児
教
育
・

保
育
の
無
償
化
』
の
開
始
に
向
け
て
、

現
在
国
や
市
で
整
備
を
す
す
め
て
い

ま
す
。
無
償
化
の
対
象
と
な
る
た
め

に
は
、
お
子
さ
ま
が
利
用
し
て
い
る

施
設
に
よ
っ
て
は
、
新
た
に
手
続
き

が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
手

続
き
の
方
法
が
決
ま
り
次
第
、
広

報
ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
://

w
w
w
.city

.k
a
sh
ib
a
.lg
.jp
/k
u
ra
s�

h
i/0
0
0
0
0
0
9
6
5
3
.h
tm
l

）に
掲
載
し

ま
す
の
で
、随
時
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先
　
市
役
所
こ
ど
も
課
　

☎
44

－

３
３
３
０
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　赤ちゃん学校は、 子どもに関して知識を深めるための理論と実践を兼ね備えた香芝市と大阪樟蔭女子大学との協働事業で
す。 この講座では、子どもはどのように発達するのか、最近の赤ちゃん研究、子育て、子どもの感情、脳科学について学びます。
また、 手遊び ・歌遊びなど実習もあります。

◆日程　７月２７日 ・８月３日 ・９月７日 ・９月２１日 ・１０月５日（全５回）＊すべて土曜日です。
◆時間　午前９時３０分～正午
◆場所　総合福祉センター３階 ・会議室２　（８月３日のみ会議室３）
◆対象　市内在住で、 乳幼児（おおよそ３歳以下の子ども）の保護者
＊全５回をすべて受講できるかたに限ります。
＊以前に、 ｢ 赤ちゃん学校 ｣ を受講されたかたはご遠慮ください。
◆定員　２０名　
＊申込者多数の場合は抽選となります。 結果は、 ７月下旬に案内通知します。
◆講師　大阪樟蔭女子大学教授　ほか
◆費用　１，０００円（全５回分）
◆申込方法　ｅ古都なら電子申請ホームページまたはＦＡＸで、 住所 ・氏名 ・年齢 ・
電話番号 ・子どもの氏名と年齢 ・託児希望の有無 ・ ｢ 赤ちゃん学校受講希望 ｣ を明記し、
申し込みください。
◆申込期間　７月１８日（木）必着
◆申込 ・問合先　�総合福祉センター児童福祉課　〒６３９－０２５１　逢坂１－３７４－１�

☎７９－７５２２　 ７９－７５３２　　e古都なら　https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/

生
活
・
環
境

子
育
て
・
教
育

ス
ポ
ー
ツ
・
健
康

お
知
ら
せ

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

ひ
と
り
親
家
庭
就
業
支
援

　
対
象
と
な
る
か
た
に
、
就
業
に
必

要
な
訓
練
な
ど
に
つ
い
て
支
援
し
ま

す
。
各
申
請
を
行
う
前
に
は
原
則
、

事
前
相
談
が
必
要
で
す
。

【
事
前
相
談
】

〇
期
間
　
９
月
末
ご
ろ
ま
で

〇
場
所
　
児
童
福
祉
課
（
総
合
福
祉

セ
ン
タ
ー
１
階
）

〇
受
給
資
格
者
　
ひ
と
り
親
家
庭
で

児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者
（
全
部
支

給
停
止
者
を
除
く
）
ま
た
は
同
等
の

所
得
水
準
で
あ
る
か
た

【
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
】

　
就
職
す
る
た
め
に
有
利
な
教
育
訓

練
を
受
講
す
る
場
合
、
受
講
料
の
一

部
を
給
付
し
ま
す
。

〇
対
象
講
座
　
雇
用
保
険
制
度
の
教

育
訓
練
給
付
の
指
定
講
座

〇
支
給
額
　

・�

受
講
開
始
日
に
一
般
教
育
訓
練
ま

た
は
特
定
一
般
教
育
訓
練
の
支
給

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
受
給

資
格
者
　
受
講
料
の
60
％
（
上
限

20
万
円
、
下
限
１
．
２
万
円
）

・�

受
講
開
始
日
に
専
門
実
践
教
育
訓

練
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
受
給
資
格
者
　
受
講
料
の
60

％
若
し
く
は
、
修
学
年
数
に
20
万

円
を
乗
じ
た
額
（
上
限
80
万
円
、

下
限
１
．
２
万
円
）

＊
雇
用
保
険
法
に
規
定
す
る
教
育
訓

練
給
付
金
の
受
給
資
格
の
あ
る
か
た

は
、
そ
の
受
給
額
を
差
し
引
い
た
額

【
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
・
修

了
支
援
給
付
金
】

　
対
象
資
格
の
取
得
を
目
指
し
て
修

業
す
る
場
合
、
最
大
４
年
間
に
つ
い

て
生
活
費
と
し
て
訓
練
促
進
給
付
金

を
給
付
し
ま
す
。
ま
た
、
入
学
前
に

事
前
相
談
が
あ
れ
ば
、
養
成
機
関
修

了
後
に
修
了
支
援
給
付
金
を
給
付
し

ま
す
。

〇
対
象
資
格
　
看
護
師
、
介
護
福
祉

士
、
保
育
士
、
理
学
療
法
士
、
作
業

療
法
士
な
ど
全
14
資
格

〇
支
給
額

①
訓
練
促
進
給
付
金

・
非
課
税
世
帯

：

月
額
10
万
円

・�

課
税
世
帯

：

月
額
７
０
，
５
０
０

円
（
修
学
最
終
年
度
の
み
）
月
額

非
課
税
世
帯
14
万
円
、
課
税
世
帯

11
万
５
０
０
円

②
修
了
支
援
給
付
金

・
非
課
税
世
帯

：

５
万
円

・
課
税
世
帯

：

２
５
，
０
０
０
円

＊
雇
用
保
険
法
に
規
定
す
る
専
門
実

践
教
育
訓
練
を
受
講
す
る
か
た
で
、

教
育
訓
練
支
援
給
付
金
を
受
給
し
て

い
る
場
合
は
、
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

【
高
等
職
業
訓
練
促
進
資
金
貸
付
】

　
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
を
活

用
す
る
ひ
と
り
親
家
庭
の
親
に
対
し

て
、
入
学
準
備
金
及
び
就
職
準
備
金

を
貸
付
し
ま
す
。

〇
対
象
　
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付

金
の
対
象
と
な
る
か
た

〇
貸
付
額

・
入
学
準
備
金

：

50
万
円
以
内

・
就
職
準
備
金

：

20
万
円
以
内

＊
貸
付
で
あ
る
た
め
返
済
が
必
要
で

す
が
、
取
得
し
た
資
格
を
活
用
し
て

就
職
し
、
県
内
な
ど
で
５
年
間
従
事

し
た
場
合
は
返
還
を
免
除
し
ま
す
。

【
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
合

格
支
援
事
業
】

　
高
卒
認
定
試
験
合
格
の
た
め
の
講

座
受
講
費
を
最
大
で
受
講
費
の
60
％

の
額（
上
限
15
万
円
）を
支
給
し
ま
す
。

〇
支
給
額

・
高
卒
認
定
試
験
合
格
の
た
め
の
講

　
座
受
講
修
了
時

：

受
講
費
の
20
％

・
高
卒
認
定
試
験
合
格
時

：

受
講
費

　
の
40
％

【
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
事

業
】

　
当
市
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
員
と
面

接
・
相
談
を
行
い
、
個
別
に
応
じ
た

就
職
ま
で
の
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
作
成
し
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
な
ど
と

連
携
し
て
就
業
ま
で
を
サ
ポ
ー
ト
し

ま
す
。
ま
た
、
就
業
後
も
１
年
間
の

ア
フ
タ
ー
ケ
ア
事
業
を
行
っ
て
い
ま

す
。

〇
費
用
　
無
料

▼
問
合
先
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
児

童
福
祉
課
　
☎
79

－

７
５
２
２

受講生募集！赤ちゃん学校
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ご
み
の
出
し
方

粗
大
ご
み
、不
燃
ご
み

電
話
リ
ク
エ
ス
ト
受
付
セ
ン
タ
ー
へ

〇
出
し
方
　
自
身
で
電
話
リ
ク
エ
ス�

ト
受
付
セ
ン
タ
ー
（
☎
77

－

１
１
９�

９
）
に
収
集
を
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

〇
受
付
時
間
　
午
前
９
時
～
午
後
４

時
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

〇
収
集
回
数
　
１
世
帯
に
つ
き
月
１

回
限
り

〇
収
集
個
数
　
粗
大
ご
み
、
燃
え
な

い
ご
み
の
合
計
６
点
以
内

〇
注
意
事
項

・�

収
集
日
当
日
の
朝
８
時
ま
で
に
収

集
日
の
日
付
と
受
付
番
号
を
書
い

た
紙
を
ご
み
に
貼
っ
て
出
し
て
く

だ
さ
い
。

・�

申
込
内
容
の
追
加
や
変
更
は
、

土
・
日
・
祝
日
を
除
く
収
集
日
の

２
日
前
ま
で
に
連
絡
し
て
く
だ
さ

い
。

・�

月
末
に
申
し
込
ん
だ
場
合
、
収
集

日
が
翌
月
に
な
り
、
翌
月
分
の
受

付
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
ま
す
。

・�

収
集
日
が
引
越
し
後
に
な
る
場
合
、

受
付
は
で
き
ま
せ
ん
。
余
裕
を
も

っ
て
早
め
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

＊
引
越
し
な
ど
で
多
量
に
ご
み
が
出

た
場
合
で
も
、
市
で
は
特
別
な
収
集

は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
通
常
通
り

分
別
し
て
、
各
ご
み
の
日
に
出
し
て

く
だ
さ
い
。

焼
却
場
（
美
濃
園
）
に
自
己
搬
入

〇
出
し
方
　
次
の
手
続
き
の
後
、
自

身
で
焼
却
場
（
美
濃
園

：

尼
寺

６
１
５
）
へ
搬
入
し
て
く
だ
さ
い
。

〇
搬
入
手
続
　
印
鑑
と
搬
入
時
に
使

用
す
る
車
の
ナ
ン
バ
ー
を
メ
モ
し
、

事
前
（
当
日
可
）
に
市
民
衛
生
課

（
市
役
所
１
階
）
へ
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

〇
搬
入
可
能
日
時
　
月
～
金
曜
日
午

後
１
時
30
分
～
４
時
30
分
（
祝
日
は

除
く
）

〇
搬
入
料
金
　
１
回
の
搬
入
で
１
０�

０
㎏
ま
で
は
無
料
、
１
０
０
㎏
を
超

え
る
と
10
㎏
毎
に
１
０
０
円
＋
消
費

税
が
か
か
り
ま
す
。

＊
事
業
系
ご
み
は
異
な
り
ま
す
。
詳

し
く
は
市
民
衛
生
課
（
☎
44

－

３�

３
０
６
）
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先
　
収
集
セ
ン
タ
ー
　
☎
77

－

４
１
８
９

ぜ
ひ
フ
ォ
ロ
ー
を
！

香
芝
市
公
式F

aceb
ook

　
香
芝
市
の
イ
ベ
ン
ト
や
お
知
ら
せ�

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
をF

a
ceb
o
o
�

k

で
発
信
し
て
い
ま
す
。

▼
Ｕ
Ｒ
Ｌ
　h

ttp
s://w

w
w
.faceb

o
�

o
k
.co
m
/

香
芝
市
役
所-3

2
9
7
2
0
6
3
4
�

0
5
7
4
3
5
/

▼
問
合
先
　
市
役
所
秘
書
広
報
課
　

☎
44

－

３
３
２
３

あき地の雑草などの除去について ◆問合先　�市役所市民衛生課�
☎４４－３３０６

香芝市では、 「香芝市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例」 を制定しています。
　条例では、 あき地の所有者や管理者の責務を定めています。 良好な生活環境の確保と住民の生活の安全を図り、
快適で住みよいまちづくりのため、 皆さまのご理解とご協力をお願いします。

Question
　自身で雑草などを除
　去できない場合は、
　どうしたらいいの？

Answer
　条例に基づき、 あき地の所有者または管理者は、 委託料を支払って
　いただければ、 雑草などの除去を香芝市に委託することができます。
　詳しくは、 市民衛生課まで問い合わせください。

あき地が“適切”に管理

できていなくて、雑草な

どが生い茂り、放置され

ていたら、どのようなこ

とが起こるかな～？

次のようなことが起こると考えられるよね！

　

・害虫の発生場所になってしまう。

・人目につきにくくなるから、ごみが不法投棄され、

　犯罪が発生しやすい場所になってしまう。

・交通の妨げや、火災の発生原因になってしまう。

・周辺の景観環境を損なってしまう。

そうか！！

だから、あき地の所有者や管理者は、

責任を持って適切に土地を管理する

必要があるんだね！
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生
活
・
環
境

お
知
ら
せ

子
育
て
・
教
育

ス
ポ
ー
ツ
・
健
康

対
象
者
に
は
案
内
を
配
布

水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
替

　
水
道
メ
ー
タ
ー
（
量
水
器
）
の
使

用
期
間
は
、
計
量
法
の
規
定
で
８
年

と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
取
替
作
業
は
年
間
を
通
じ
て
順
次

行
い
ま
す
の
で
、
取
替
対
象
の
か
た

に
は
、
有
効
期
間
満
了
ま
で
に
、
上

下
水
道
部
よ
り
事
前
に
チ
ラ
シ
を
配

布
し
、
メ
ー
タ
ー
の
取
替
を
行
い
ま

す
。

　
取
替
作
業
に
は
、
上
下
水
道
部
発

行
の
身
分
証
明
書
（
従
事
者
証
）
を

携
帯
し
た
委
託
業
者
（
関
西
水
道
用

品
株
式
会
社
）
が
順
次
訪
問
し
ま
す

の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

＊
上
下
水
道
部
が
実
施
す
る
水
道
メ

ー
タ
ー
取
替
作
業
に
は
費
用
は
か
か

り
ま
せ
ん
。

▼
問
合
先
　
上
下
水
道
部
受
付
セ
ン

タ
ー
　
☎
77

－

２
７
０
１

香
芝
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付

商
品
券
取
扱
店
舗
募
集

　
本
市
で
は
、
10
月
１
日
に
予
定
さ

れ
て
い
る
消
費
税
率
引
き
上
げ
に
伴

い
、
住
民
税
非
課
税
者
、
子
育
て
世

帯
の
消
費
に
与
え
る
影
響
を
緩
和
す

る
と
と
も
に
、
地
域
に
お
け
る
消
費

を
喚
起
・
下
支
え
す
る
プ
レ
ミ
ア
ム

付
商
品
券
を
販
売
し
ま
す
。

　
こ
の
商
品
券
を
市
内
の
店
舗
で
幅

広
く
使
用
で
き
る
た
め
の
取
扱
店
舗

を
募
集
す
る
と
と
も
に
、
説
明
会
も

実
施
し
ま
す
。

【
取
扱
店
舗
募
集
の
概
要
】

〇
取
扱
店
舗
参
加
資
格
　
香
芝
市
内

に
お
い
て
「
事
業
所
」
「
店
舗
等
」

を
有
す
る
事
業
者

〇
取
扱
店
舗
負
担
　
負
担
な
し

〇
申
込
方
法
　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
ttp
://w
w
w
.c
ity
.k
a
sh
ib
a
.

lg
.jp
/0
0
0
0
0
0
9
7
2
9
.h
tm
l

）
に
、

８
月
１
日
（
木
）
に
公
開
し
ま
す
。

【
取
扱
店
舗
説
明
会
】

○
日
時
　
８
月
８
日
（
木
）
午
後
２

時
～
３
時

○
場
所
　
市
役
所
２
階
大
会
議
室

○
内
容
　
取
扱
店
舗
の
登
録
方
法
や
、

登
録
さ
れ
た
場
合
の
広
報
、
換
金
方

法
な
ど
を
説
明
し
ま
す
。

＊
申
込
不
要
。

＊
参
加
が
多
数
見
込
ま
れ
る
た
め
、

出
席
者
は
１
店
舗
に
つ
き
１
名
で
お

願
い
し
ま
す
。

【
商
品
券
の
概
要
】

〇
発
行
総
額
　
最
大
３
２
５
，
０
０�

０
，
０
０
０
円

〇
商
品
券
の
販
売
期
間
　
10
月
１
日

～
令
和
２
年
１
月
31
日

〇
商
品
券
の
使
用
期
間
　
10
月
１
日

～
令
和
２
年
２
月
15
日�

〇
商
品
券
の
換
金
期
間
　
10
月
1
日

～
令
和
２
年
２
月
28
日�

〇
商
品
券
の
利
用
対
象
外
の
も
の

①
不
動
産
や
金
融
商
品

②
た
ば
こ

③
商
品
券
や
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
　

な
ど
換
金
性
の
高
い
も
の

④
風
俗
営
業
な
ど
の
規
制
及
び
業
務

の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

23
年
法
律
第
１
２
２
号
）
第
２
条
第

５
項
に
規
定
す
る
性
風
俗
関
連
特
殊

営
業
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
役
務

⑤
国
税
、
地
方
税
や
使
用
料
な
ど
の

公
租
公
課

▼
問
合
先
　
市
役
所
商
工
振
興
課
　

☎
44

－

３
３
１
２

公
募
し
ま
す

子
ど
も
・
子
育
て
会
議
委
員

　
本
市
の
「
第
２
期
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
事
業
計
画
」
の
策
定
や
進
捗

管
理
な
ど
に
つ
い
て
ご
意
見
を
い
た

だ
く
た
め
、
「
子
ど
も
・
子
育
て
会

議
」
の
委
員
を
公
募
し
ま
す
。
　

▼
応
募
資
格
　
市
内
に
居
住
し
て
い

る
か
た
で
本
市
の
附
属
機
関
な
ど
の

委
員
や
本
市
職
員
で
な
い
か
た

▼
定
員
　
１
名

▼
任
期
　
３
年

▼
役
割
・
報
酬
　
年
に
数
回
程
度
開

催
す
る
会
議
に
出
席
し
、
そ
の
回
数

に
応
じ
た
所
定
の
報
酬
を
支
払
い
ま

す
。

▼
応
募
方
法
　
応
募
用
紙
に
、
氏
名
、

年
齢
、
性
別
、
住
所
、
電
話
番
号

（
日
中
の
連
絡
先
）
、
職
業
、
応
募

動
機
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
（
団
体
活

動
、
研
究
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な

ど
）
、
お
子
さ
ん
の
状
況
を
記
入
の

上
、
テ
ー
マ
「
私
が
考
え
る
子
育
て

支
援
」
に
つ
い
て
の
作
文
（
８
０
０

字
程
度
）
を
添
付
し
、
郵
送
も
し
く

は
メ
ー
ル
に
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
作
文
に
つ
い
て
は
、
パ
ソ
コ
ン
な

ど
で
作
成
し
た
も
の
を
印
刷
し
て
の

提
出
は
可
能
で
す
が
、
そ
の
ほ
か
の

項
目
に
つ
い
て
は
応
募
用
紙
を
使
用

く
だ
さ
い
。

＊
応
募
用
紙
は
、
総
合
福
祉
セ
ン
タ

ー
児
童
福
祉
課
で
配
布
し
て
い
る
ほ

か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▼
応
募
期
限
　
７
月
31
日（
水
）必
着

＊
結
果
に
つ
い
て
は
、
後
日
文
書
に

て
通
知
し
ま
す
。

＊
い
た
だ
い
た
応
募
書
類
は
返
却
い

た
し
か
ね
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

▼
応
募
・
問
合
先
　
総
合
福
祉
セ

ン
タ
ー
児
童
福
祉
課
　
〒
６
３
９

－

０
２
５
１
　
逢
坂
１

－

３
７
４

－

１

☎
79

－

７
５
２
２
　

�k
o
so
d
ates�

@
city
.k
ash
ib
a.lg
.jp

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

　柔軟な発想に基づく社会や世界に向けての意見、未来
への希望や夢・メッセージ、家庭や地域・学校などでの
さまざまな経験や体験を通して感じた「自分はこう思う」
「こうしたらどうだろうか」という感想や提案を作文に書
いてみませんか。

◆対象　市内在住・在学の小学校５・６年生及び中学生
◆応募方法　縦書き４００字詰原稿用紙（Ａ４版）３枚
以上５枚以内にまとめて、直接窓口に提出してください。
＊１人１点、未発表のものに限ります。
＊市内の小・中学校に在学の児童・生徒は学校へ提出し
てください。
◆応募期限　９月４日（水）
☆優秀作品は、１１月３０日（土）開催の「青少年健全
育成市民集会」で発表していただきます。
◆応募・問合先　市役所生涯学習課（青少年センター）
　　　　　　　　☎４４－３３３９

「少年の主張」 作文募集！！

▼ＱＲコード
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＊１　一般事務職上級（障がい者対象）とは、上記の受験資格を有するとともに、①身体障害者手帳、②療
育手帳、③精神障害者保健福祉手帳のいずれかの手帳交付を受験申込日までに受けている人をいいます。
＊受験資格などの詳細については、市ホームページをご覧ください。
◆受験申込書の配布開始日　７月５日（金）
◆受験申込書の配布方法　香芝市職員任用試験委員会（市役所３階人事課内）で配布
または市ホームページからもダウンロードできます。
◆受付方法　郵送でのみ受け付けます。
◆第１次試験日　９月２２日（日）
◆受付・問合先　香芝市職員任用試験委員会（市役所人事課内）
　　　　　　　　〒６３９－０２９２　本町１３９７　☎４４－３３２４

受付締切
７／３１(水 )

必着

令和元年度　香芝市職員採用試験情報
職種及び区分

採用予定人員 
（程度）

受験資格

新
規
卒
業
者
等
採
用

一般事務職上級 ９名
平成６年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学

（短期大学を除く）を卒業した人、または令和２年３月卒業見
込みの人

建築技術職上級 １名
平成３年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学

（短期大学を除く）の建築専門課程を卒業した人、または令和
２年３月卒業見込みの人

土木技術職上級 ２名
平成３年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学

（短期大学を除く）の土木専門課程を卒業した人、または令和
２年３月卒業見込みの人

一般事務職上級 
（障がい者対象 ) 

＊１
１名

平成３年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学
（短期大学を除く）を卒業した人、または令和２年３月卒業見
込みの人

保健師 １名
平成６年４月２日以降に生まれた人で、保健師資格を有する人、
または令和２年３月までに保健師資格取得見込みの人

保育士・幼稚園教諭 ５名
平成６年４月２日以降に生まれた人で、保育士の資格及び幼稚園
教諭の免許の両方を有する人、または令和２年３月までに取得見
込みの人

職
務
経
験
者
採
用

一般事務職上級 ６名

昭和５５年４月２日から平成２年４月１日までに生まれた人
で、学校教育法による大学（短期大学を除く）を卒業し、かつ、
令和元年６月末時点において、民間企業または公的機関等にお
ける職務経験年数が通算して３年以上ある人

一般事務職 
（情報処理技術職）

１名

昭和５９年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた人
で、学校教育法による大学（短期大学を除く）を卒業し、かつ、
令和元年６月末時点において、独立行政法人情報処理推進機構
が実施する「基本情報技術者試験」を合格した人で、情報処理
技術職の職務経験が３年以上ある人

社会福祉士 １名
昭和５９年４月２日以降に生まれた人で、社会福祉士の資格を
有し、かつ、令和元年６月末時点において、社会福祉士として
の職務経験年数が３年以上ある人

保育士・幼稚園教諭 ５名

昭和４４年４月２日から昭和５４年４月１日までに生まれた人
で、保育士の資格及び幼稚園教諭の免許の両方を有する人で、
令和元年６月末時点において、保育士または幼稚園教諭として
の職務経験年数が合計で５年以上ある人
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お
知
ら
せ

イ
ベ
ン
ト
・
講
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た ば こ は 市 内 で 買 い ま し ょ う

国
民
年
金

保
険
料
免
除
制
度
の
申
請

　
国
民
年
金
に
は
、
経
済
的
な
理
由

な
ど
で
保
険
料
（
令
和
元
年
度
の
保

険
料
額

：

１
６
，
４
１
０
円
）
を
納

め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
、
申
請

に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
免
除
及
び

猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
免
除
及
び
猶
予
さ
れ
る

に
は
前
年
所
得
の
審
査
が
あ
り
ま
す
。

▼
免
除
な
ど
の
種
類

①
全
額
免
除
…
保
険
料
の
全
額
が
免

除
さ
れ
ま
す
。

②
一
部
免
除
…
３
／
４
免
除
、
半
額

免
除
、
１
／
４
免
除
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
の
一
部
を
納
め
、
残
り
の
保

険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

＊
た
だ
し
、
保
険
料
の
一
部
が
納
付

さ
れ
な
い
と
、
そ
の
承
認
期
間
は
保

険
料
未
納
期
間
と
な
り
ま
す
。

③
納
付
猶
予
…
50
歳
未
満
の
か
た
を

対
象
に
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
ま
す
。

▼
追
納
に
つ
い
て
　
追
納
す
る
場
合

の
保
険
料
額
は
、
免
除
な
ど
の
承
認

を
受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算

し
て
３
年
度
目
以
降
に
追
納
す
る
と
、

承
認
を
受
け
た
期
間
の
保
険
料
額
に

経
過
期
間
に
応
じ
た
加
算
額
が
上
乗

せ
さ
れ
ま
す
。

▼
承
認
期
間
　
７
月
～
令
和
２
年
６

月
ま
で

▼
審
査
結
果
　
後
日
、
日
本
年
金
機

構
か
ら
郵
送
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

☆
過
去
２
年
間
に
未
納
期
間
が
あ
る

か
た
へ

　
過
去
の
保
険
料
免
除
期
間
に
つ
い

て
は
、
申
請
日
よ
り
原
則
２
年
１
か

月
前
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
さ
か
の

ぼ
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。
過
去
の
年

度
分
の
申
請
は
、
申
請
す
る
年
度
の

前
年
所
得
に
基
づ
き
審
査
を
行
い
ま

す
。

　
申
請
が
遅
れ
る
と
万
一
の
際
に
障

害
基
礎
年
金
な
ど
を
受
け
取
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。
過
去
２
年
間
に

国
民
年
金
保
険
料
の
未
納
期
間
が
あ

る
か
た
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
・
問
合
先
　

・
大
和
高
田
年
金
事
務
所

　
☎�

22

－

３
５
３
１

・
市
役
所
市
民
課

　
☎�

44

－

３
３
０
２

逢坂地区に新しい道路が完成しました

　逢坂地区の中和幹線
南側において、利便性
や安全性の向上を目的
に、旧竹田川の河川敷
を利活用した新しい道
路が完成しました。

◆問合先　市役所土木課��☎４４－３３１７

◆申請 ・問合先　総合福祉センター国保医療課　☎７９－７５２８

令和元年８月より、 未就学児の医療費の窓口負担が少なくなります！

＊現物給付の受給資格証を提示しなかったときや、 県外の医療機関などを受診したときは一部負担金の
みでの受診はできません。 医療機関などの窓口ではいったん２割の自己負担額をお支払いいただき、 次の
ものを持参し、 国保医療課の窓口で申請してください。
　○持参物・・・�現物給付の受給資格証、医療機関などの領収書、高額療養費及び付加給付金支給決

定通知書（高額療養費または付加給付金が支給される場合）、印鑑（認印可）
＊未就学児以外のかたは、 現行の制度に変更はありません。 県内の医療機関などを受診したときは、 保
険証とともに受給資格証を提示し、 ３割の自己負担額をお支払いください。 県外の医療機関などを受診
したときは、 前述のものを持参し、 国保医療課で申請してください。
＊現物給付の受給資格証（水色）は７月中旬に発送予定です。

　これまでは、 医療機関などの窓口で２割の自己負担額が必要でしたが、 県内の医療機関などで受診した未就学児（小学校
入学前の子ども）に限り、 令和元年８月から一部負担金のみの支払いで受診（現物給付方式）することができます。 保険証
とともに、 水色の現物給付の受給資格証を窓口で提示してください。

▲現物給付の
受給資格証（水色）

対象者

未就学児

＊６歳誕生日以後
最初の３月３１日まで

窓口負担額

通院

２割

＊一部負担金５００円を
除いた額が指定口座に後
日振込

入院

２割

＊一部負担金１，０００円
（１４日未満は５００円）
を除いた額が指定口座に
後日振込

窓口負担額

通院

１医療機関につき 

ひと月５００円

（調剤薬局については、一
部負担金なし）

入院

１医療機関につき 

ひと月１，０００円

（１４日未満は５００円）

⇨

令和元年７月３１日まで 令和元年８月～
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国
民
健
康
保
険

限
度
額
適
用
認
定
証
の

更
新
に
つ
い
て

　
医
療
費
が
高
額
に
な
り
そ
う
な
と

き
、
事
前
に
限
度
額
適
用
認
定
証
の

交
付
を
受
け
て
い
れ
ば
、
毎
月
各
医

療
機
関
ご
と
で
の
支
払
い
が
高
額
療

養
費
の
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と

な
り
ま
す
。
現
在
交
付
さ
れ
て
い

る
認
定
証
の
有
効
期
限
は
７
月
31

日
（
水
）
ま
で
で
す
。
８
月
１
日

（
木
）
以
降
も
認
定
証
を
必
要
と
さ

れ
る
か
た
は
、
国
保
医
療
課
（
総
合

福
祉
セ
ン
タ
ー
１
階
）
で
新
し
い
認

定
証
の
交
付
手
続
が
必
要
で
す
。

▼
対
象
　
前
年
度
ま
で
の
国
民
健
康

保
険
料
を
完
納
し
て
い
て
、
以
下
の

い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
か
た

・
70
歳
未
満
の
か
た

・�

同
一
世
帯
の
世
帯
主
（
国
保
未
加

入
者
も
含
む
）
及
び
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
が
住
民
税
非
課
税
と

な
る
70
歳
以
上
の
か
た

・�

平
成
30
年
中
の
「
住
民
税
課
税
所�

得
」
が
１
４
５
万
円
以
上
６
９
０�

万
円
未
満
の
70
歳
以
上
の
か
た

▼
持
参
物
　
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
・
印
鑑
・
本
人
確
認
で
き
る
も

の
（
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
な

ど
）

▼
受
付
期
間
　
７
月
25
日
（
木
）
～

▼
申
請
・
問
合
先
　
総
合
福
祉
セ
ン�

タ
ー
国
保
医
療
課
　
☎
79

－

７
５
２�

８

香芝市国保のかたへ

香芝市国民健康保険料のお知らせ
　令和元年度の国民健康保険料決定通知書は７月中旬に発送します。納期月や保険料額など通知書の内容を
よく確認ください。

☆令和元年度国民健康保険料の変更について

●保険料の賦課限度額
　国民健康保険料は、医療分・後期高齢者
支援金分・介護分（４０歳以上６５歳未満
のかたのみ対象）で構成されています。
　本年度より、医療分の賦課限度額が
５４万円から５８万円になります。（変更点
は下線部）

●軽減判定所得基準
　世帯の前年中の合計所得が法令で定めら
れた基準を下回っている場合は、保険料の
均等割額と平等割額が所得に応じて軽減さ
れます。
　本年度は５割軽減、２割軽減の軽減判定
所得基準が改定され、軽減が拡充されます。
（変更点は下線部）

●被用者保険の被扶養者であったかたに対する均等割の軽減が適用される期間
　被用者保険（健康保険組合や共済組合など）の被保険者が後期高齢者医療制度に加入されたことにより、
それまで被扶養者であった６５歳以上のかたが国保に加入する場合、特例措置により期限の定めなく均等割
が軽減されていました。本年度より、本来の軽減措置である「資格を得た日から２年間に限り５割軽減」と
なります。
＊所得が低い被保険者に対する軽減措置である７割軽減、５割軽減が適用
される場合はそちらを優先します。

●被用者保険の被扶養者のみの単身国保世帯のかたの平等割の軽減が適用され
る期間
　被用者保険（健康保険組合や共済組合など）の被保険者が後期高齢者医
療制度に加入されたことにより、それまで被扶養者であった６５歳以上の
かたが国保に加入され、かつ国保被保険者が世帯に１人である場合、特例
措置により期限の定めなく平等割が軽減されていました。本年度より、本
来の軽減措置である「資格を得た日から２年間に限り５割軽減」となります。
＊所得が低い被保険者に対する軽減措置である７割軽減、５割軽減が適用
される場合はそちらを優先します。

◆問合先　総合福祉センター国保医療課　☎７９－７５２８

区分（対象）

医療分
後期高齢者
支援金分

介護分

国保加入者
全員

国保加入者
全員

国保加入者のうち
４０歳以上６５歳
未満のかた

所得割率
（％）

所得に対
して

7.5 2.6 2.7

均等割額
（円）

加入者１
人当たり

26,100 9,000 15,700

平等割額
（円）

１世帯当
たり

19,100 6,600 ‐

賦課限度額（円） 580,000 190,000 160,000

軽減判定所得基準（平成３０年中の所得） 軽減割合

世帯の合計所得が３３万円以下 ７割軽減

世帯の合計所得が３３万円＋（２８万円×被保険
者数＊１）以下

５割軽減

世帯の合計所得が３３万円＋（５１万円×被保険
者数＊１）以下

２割軽減

＊１　特定同一世帯所属者を含む。

高齢受給者証の
更新について

　現在交付されている
高齢受給者証の有効期
限は７月３１日（水）
までです。新しい受給
者証を７月末までに郵
送しますので、確認を
お願いします。
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６５歳以上のかたの介護保険料

☆令和元年度の介護保険料

保険料段階 対象 基準割合
年間保険料

（月額保険料）

第１段階

本
人
住
民
税
非
課
税

世
帯
全
員
が

住
民
税
非
課
税

生活保護受給者及び住民税世帯非課税の老齢福祉年金の受給
者、もしくは住民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所
得金額の合計額が８０万円以下のかた

０．３７５
２１，６００円

（１，８００円）

第２段階
住民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計
額が８０万円を超え１２０万円以下のかた

０．６２５
３６，０００円

（３，０００円）

第３段階
住民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計
額が１２０万円を超えるかた

０．７２５
４１，７６０円

（３，４８０円）

第４段階

世
帯
の
誰
か
が
住
民
税
課
税

本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税のかたがいる場合
で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が８０万
円以下のかた

０．９
５１，８４０円

（４，３２０円）

第５段階
本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税のかたがいる場合
で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が８０万
円を超えるかた

１
（基準額）

５７，６００円
（４，８００円）

第６段階

本
人
住
民
税
課
税

本人が住民税課税で、合計所得金額が１２０万円未満のかた １．２
６９，１２０円

（５，７６０円）

第７段階
本人が住民税課税で、合計所得金額が１２０万円以上
２００万円未満のかた

１．３
７４，８８０円

（６，２４０円）

第８段階
本人が住民税課税で、合計所得金額が２００万円以上
３００万円未満のかた

１．５
８６，４００円

（７，２００円）

第９段階
本人が住民税課税で、合計所得金額が３００万円以上
４００万円未満のかた

１．７
９７，９２０円

（８，１６０円）

第１０段階
本人が住民税課税で、合計所得金額が４００万円以上
６００万円未満のかた

１．８
１０３，６８０円
（８，６４０円）

第１１段階
本人が住民税課税で、合計所得金額が６００万円以上
８００万円未満のかた

１．９
１０９，４４０円
（９，１２０円）

第１２段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が８００万円以上のかた ２
１１５，２００円
（９，６００円）

　６５歳以上のかたの令和元年度介護保険料決定通知書を７月初旬に送付します。納期月・保険料額など
通知書の内容をよく確認ください。令和元年度より第１段階～第３段階のかたの保険料率が改定されまし
た。

納付方法
　保険料の納付方法は下記の①②があります。納付書で納める際は、納期月・保険料額をよく確認のうえ、
納付書に記載の金融機関・郵便局・コンビニで納期限までに納めてください。
＊納付方法は①②が併用となる場合があります。また、納付方法を選択することはできません。
①年金から源泉徴収での納付（特別徴収）
　年額１８万円以上の年金を受け取るかたは、特別徴収となり、年６回の年金支払月に差し引きします。
令和元年６月または８月から特別徴収が開始となるかたは、それぞれ年５回、年４回に分けて納めていた
だきます。

【年金支払月】４月・６月・８月・１０月・１２月・２月
②納付書または口座振替での納付（普通徴収）
　年度途中で６５歳になった場合、転入した場合、保険料の所得段階が変更になった場合などは、普通徴
収となります。７月から２月までの年８回で納付してください。納期限は各納期月の末日（１２月のみ
２５日）です。＊末日が土・日・祝日の場合は次の平日となります。

【納期月】７月・８月・９月・１０月・１１月・１２月・１月・２月

◆問合先　総合福祉センター介護福祉課　☎７９－７５２１　
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☆臨時で納付相談窓口を開設します
　各保険料の納付相談を行います。
◆日時
・休日納付相談窓口：７月２８日（日）午前９時～正午
・夜間納付相談窓口：７月３１日（水）午後５時１５分～７時３０分
◆場所　保険料収納課（総合福祉センター１階）
◆問合先　総合福祉センター保険料収納課　☎４３－７１０９

☆ペイジー口座振替受付サービス実
施中！
　キャッシュカードと身分証明
書（運転免許証など）があれば、
保険料収納課の窓口で口座振替
の手続きができます。
＊受付可能な金融機関は問い合
わせください。

後期高齢者医療被保険者のかたへ

後期高齢者医療保険料のお知らせ
　制度発足時、保険料負担の急激な上昇を抑えるため、所得の低いかたを対象に行う軽減措置に加え、
さらに軽減を行う特例措置が設けられていましたが、世代間の公平の観点などから特例措置の内容が見
直されます。
　令和元年度の後期高齢者医療保険料決定通知書は７月中旬に発送します。

●均等割の軽減
　世帯主と世帯の被保険者の所得の合計
に応じて、均等割額が軽減されます。軽
減判定は平成３１年４月１日（平成３１
年４月２日以降に新たに加入した場合は
加入した日）の世帯状況で行います。
　従来の９割軽減が８割軽減に変更され、
５割軽減と２割軽減の軽減判定の基準が
拡充されます。（本年度変更点は下線部）
　従来の９割軽減のかたで一定の条件を満たすかたに対し、年金生活者支援給付金の支給や介護保険料
の軽減強化といった支援策が行われます。年金生活者支援給付金については、ねんきんダイヤル（☎
０５７０－０５－１１６５）または高田年金事務所（☎２２－３５３１）、介護保険料の軽減強化につ
いては介護福祉課（☎７９－７５２１）に問い合わせください。

●被用者保険の被扶養者であったかたに対する均等割
の軽減が適用される期間
　後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険
（健康保険組合や共済組合など）の被扶養者であっ
たかたは、特例措置により期限の定めなく均等割額
が軽減されていました。本年度より、本来の軽減措
置である「資格を得た日から２年間に限り５割軽減」
となります。
＊所得が低い被保険者に対する軽減措置である８．
５割軽減、８割軽減が適用される場合はそちらを優
先します。
＊市町村国保・国保組合は対象となりません。

◆問合先
・総合福祉センター国保医療課
　☎７９－７５２８
・奈良県後期高齢者医療広域連合
　☎０７４４－２９－８４３０

同一世帯内の被保険者と世帯主の
総所得金額等の合計額

軽減割合

基礎控除額（３３万円）を超えない世帯 ８．５割軽減
基礎控除額（３３万円）を超えない世帯で、被
保険者全員が年金収入８０万円以下（その他各
種所得がない場合）の世帯

８割軽減

基礎控除額（３３万円）＋（２８万円×世帯の
被保険者数）を超えない世帯

５割軽減

基礎控除額（３３万円）＋（５１万円×世帯の
被保険者数）を超えない世帯

２割軽減

後期高齢者医療保険
被保険者証について

　現在交付されている後期高齢者医療保険
被保険者証の有効期限は、７月３１日（水）
までです。新しい被保険者証を７月中旬か
ら簡易書留で郵送しますので、確認をお願
いします。
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子
ど
も
の
安
全
を
地
域
ぐ
る
み

で
見
守
り
ま
し
ょ
う

「
な
が
ら
見
守
り
」
に
ご
協

力
を
！

�

「
な
が
ら
見
守
り
」
と
は
、
散
歩
や

ジ
ョ
ギ
ン
グ
を
し
な
が
ら
、
買
い
物

を
し
な
が
ら
、
配
達
し
な
が
ら
、
な

ど
、
日
常
生
活
や
仕
事
の
中
で
子
ど

も
た
ち
の
安
全
を
見
守
る
こ
と
で
す
。

子
ど
も
の
登
下
校
の
時
間
帯
な
ど
、

地
域
の
私
た
ち
が
少
し
意
識
し
て
見

守
る
こ
と
で
「
人
の
目
」
が
増
え
て
、

防
げ
る
犯
罪
が
あ
り
ま
す
。

「
な
が
ら
見
守
り
」
は
、
今
日
か
ら

で
き
る
見
守
り
活
動
で
す
。
子
ど
も

た
ち
の
安
全
の
た
め
に
、
皆
さ
ん
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
先
　
生
涯
学
習
課
（
青
少
年

セ
ン
タ
ー
）
☎
44

－

３
３
３
９

幼
稚
園
教
諭・
保
育
士・
調
理

師現
場
復
帰
応
援
研
修
会

▼
日
程
　
①
８
月
30
日
（
金
）
、
②

９
月
５
日
（
木
）

▼
時
間
　
午
前
10
時
～
11
時
30
分

▼
場
所
　
①
み
つ
わ
保
育
所
、
②
旭

ケ
丘
幼
稚
園

▼
対
象
　
幼
稚
園
教
諭
免
許
状
・
保

育
士
資
格
・
調
理
師
資
格
を
持
ち
、

幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
・
保
育
所

へ
の
就
職
・
再
就
職
を
希
望
す
る
65

歳
未
満
の
か
た

▼
定
員
　
各
20
名

▼
費
用
　
無
料

▼
申
込
方
法
　
直
接
窓
口
ま
た
は
郵

送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
受
講
申
込
書
に
必
要

事
項
を
明
記
し
、
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

＊
受
講
申
込
書
は
こ
ど
も
課
（
市
役

所
４
階
）
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

▼
申
込
期
限
　
７
月
17
日
（
水
）
必

着▼
申
込
・
問
合
先
　
市
役
所
こ
ど
も�

課
　
〒
６
３
９

－

０
２
９
２
　
本
町

１
３
９
７
　
☎
44

－

３
３
３
０
　

78

－

９
１
５
０

犯
罪
被
害
者
支
援

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

　
犯
罪
や
事
件
・
事
故
の
被
害
に
遭

わ
れ
た
か
た
、
遺
族
の
か
た
を
サ
ポ

ー
ト
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
支
援
員
を

募
集
し
て
い
ま
す
。
電
話
相
談
や
生

活
支
援
、
警
察
や
病
院
へ
の
付
き
添

い
な
ど
を
行
い
ま
す
。

▼
応
募
資
格
　
県
内
在
住
の
成
人
の

か
た
（
70
歳
未
満
）
で
性
別
、
職
業
、

学
歴
は
問
い
ま
せ
ん
。

▼
応
募
方
法
　
ま
ず
は
、
電
話
く
だ

さ
い
。

＊
公
益
社
団
法
人
な
ら
犯
罪
被
害
者

支
援
セ
ン
タ
ー
が
実
施
す
る
講
座
・

研
修
を
修
了
し
、
適
正
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
た
か
た
に
委
嘱
し
、
活
動
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。
詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
募
集
期
間
　
７
月
１
日
（
月
）
～

７
月
31
日
（
水
）

▼
申
込
・
問
合
先
　
公
益
社
団
法
人�

な
ら
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
事�

務
局
　
☎
０
７
４
２

－

26

－

６
９
３�

５
［
月
～
金
曜
日
の
午
前
10
時
～
午

後
４
時
、
祝
日
は
除
く
］

コ
ン
ビ
ニ
交
付
が
利
用
で
き
る

店
舗
の
追
加
に
つ
い
て

　
７
月
１
日
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
に
よ
る
住
民
票
の
写
し
・
印
鑑

証
明
書
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付
が
利
用
で

き
る
店
舗
を
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付

参
加
事
業
者
の
店
舗
に
拡
大
し
ま
し

た
。
利
用
可
能
な
店
舗
は
コ
ン
ビ
ニ

交
付
対
応
の
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
設
置

店
舗
で
す
。
詳
し
く
は
地
方
公
共
団

体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
コ
ン
ビ
ニ
交

付
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ�(h

ttp
s://w

w
w
.

lg
-w
ap
s.g
o
.jp
/0
1
-0
3
.h
tm
l)�

を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先
　
市
役
所
市
民
課
　

☎
44

－

３
３
０
２

ル
ー
ル
を
守
っ
て
遊
び
ま
し
ょ
う

正
し
く
使
っ
て
楽
し
い
花
火

　
手
軽
に
誰
で
も
遊
べ
る
花
火
で
す

が
、
取
り
扱
い
の
不
注
意
で
ケ
ガ
を

し
た
り
、
火
事
の
原
因
に
な
っ
た
り

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
花
火
で
遊

ぶ
と
き
は
、
次
の
こ
と
を
必
ず
守
っ

て
く
だ
さ
い
。

・
大
人
と
一
緒
に
遊
び
ま
し
ょ
う
。

・�

花
火
に
書
い
て
あ
る
遊
び
方
を
よ

く
読
ん
で
、
必
ず
守
り
ま
し
ょ
う
。

・�

人
や
家
に
花
火
を
向
け
た
り
、
燃

え
や
す
い
も
の
の
あ
る
場
所
で
遊

ん
だ
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
ま

た
、
衣
服
に
火
が
付
か
な
い
よ
う

に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

・�

風
の
強
い
と
き
は
花
火
を
し
な
い

で
く
だ
さ
い
。

・�

打
ち
上
げ
や
吹
き
出
し
な
ど
の
筒

も
の
花
火
は
、
途
中
で
火
が
消
え

て
も
、
絶
対
に
筒
の
中
を
の
ぞ
い

て
は
い
け
ま
せ
ん
。

・�

花
火
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
た
り
、

花
火
を
ほ
ぐ
し
た
り
し
て
遊
ぶ
こ

と
は
危
険
で
す
か
ら
絶
対
に
止
め

ま
し
ょ
う
。

・�

必
ず
水
バ
ケ
ツ
を
用
意
し
、
遊
ん

だ
後
は
燃
え
カ
ス
の
後
片
付
け
を

き
ち
ん
と
し
ま
し
ょ
う
。

▼
問
合
先
　
香
芝
消
防
署
予
防
課
　

☎
76

－

４
１
１
９

か
も
き
み
の
湯

組
合
市
町
子
ど
も
無
料
入
浴

▼
日
時
　
７
月
20
日
（
土
）
午
前
10

時
～
午
後
11
時
（
最
終
受
付
　
午
後

10
時
）

▼
場
所
　
か
も
き
み
の
湯
（
御
所
市

大
字
五
百
家
３
３
３
）

▼
対
象
　
市
内
在
住
の
小
学
生
以
下

の
か
た

＊
保
護
者
同
伴
で
お
願
い
し
ま
す
。

＊
同
伴
の
保
護
者
は
有
料
で
す
。

▼
持
参
物
　
対
象
者
で
あ
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
も
の
（
健
康
保
険
証
な

ど
で
コ
ピ
ー
類
は
不
可
）

＊
他
の
サ
ー
ビ
ス
と
の
併
用
は
で
き

ま
せ
ん

▼
問
合
先
　
か
も
き
み
の
湯

☎
66

－

２
６
４
１

聴
覚
障
が
い
の
か
た
専
用

香
芝
市
デ
マ
ン
ド
交
通
Ｆ
Ａ
Ｘ

予
約
番
号
の
変
更
に
つ
い
て

　
聴
覚
に
障
が
い
の
あ
る
か
た
が
香

芝
市
デ
マ
ン
ド
交
通
を
予
約
す
る
た

め
の
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
が
変
更
に
な
り
ま

し
た
。
送
信
す
る
際
は
注
意
く
だ
さ

い
。

（
変
更
後
）

43

－

５
１
７
１

▼
問
合
先
　
市
役
所
生
活
安
全
課
　

☎
44

－

３
３
０
４
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市
税
　

・
固
定
資
産
税
【
２
期
】

各
保
険
料
【
普
通
徴
収
１ 

期
】

・
国
民
健
康
保
険
料

・
介
護
保
険
料

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

☆
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

☆
納
付
は
便
利
で
確
実
な
口

座
振
替
制
度
を
利
用
く
だ
さ

い
。

☆
納
付
書
に
て
市
の
窓
口
や

金
融
機
関
に
加
え
、
全
国
の

コ
ン
ビ
ニ
で
も
納
付
で
き
ま

す
。

７
月
が
納
期
月
の
市
税
・
保
険
料

受
付
し
て
い
ま
す

小
中
学
校
講
師
登
録

　
香
芝
市
教
育
委
員
会
で
は
小
中
学

校
講
師
の
登
録
を
受
付
し
て
い
ま
す
。

市
内
各
小
中
学
校
の
必
要
に
応
じ
て

臨
時
的
に
採
用
し
ま
す
。

▼
登
録
方
法
　
履
歴
書
（
書
式
は
問

い
ま
せ
ん
）
と
教
員
免
許
状
の
写
し

を
、
教
育
総
務
課(

市
役
所
４
階)
に

提
出
も
し
く
は
封
筒
に
「
講
師
希

望
・
履
歴
書
等
在
中
」
と
記
載
の
上
、

郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
登
録
し
て
も
必
ず
採
用
さ
れ
る
と

は
限
り
ま
せ
ん
。

▼
申
込
・
問
合
先
　
市
役
所
教
育
総

務
課
　
☎
44

－

３
３
２
８

香
芝
市
地
域
ブ
ラ
ン
ド

「KASHIBA+

（
カ
シ
バ
プ
ラ
ス
）」

令
和
元
年
度
認
定
登
録
募
集

開
始

　
香
芝
市
商
工
会
で
は
、
地
域
資
源

の
付
加
価
値
を
高
め
、
そ
れ
を
ブ
ラ

ン
ド
化
す
る
こ
と
で
、
香
芝
市
へ
の

愛
着
を
向
上
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ

れ
を
全
国
に
発
信
す
る
地
域
ブ
ラ
ン

ド
「K

A
S
H
IB
A
+(

カ
シ
バ
プ
ラ
ス

)

」
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
そ
し
て

令
和
元
年
度
の
認
定
登
録
の
募
集
を

し
ま
す
。
「K

A
S
H
IB
A
+

」
と
し

て
認
定
さ
れ
た
も
の
に
は
、
認
定
証

及
び
認
定
ス
テ
ッ
カ
ー
を
交
付
し
、

市
内
外
イ
ベ
ン
ト
や
特
設
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ

イ
ト
で
の
紹
介
・
販
売
を
行
い
ま
す
。

▼
対
象
　
市
内
に
営
業
・
活
動
拠
点

を
も
つ
個
人
・
法
人
・
団
体
な
ど

▼
認
定
・
登
録
費
用
　
無
料

▼
申
込
方
法
　
専
用
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト

(h
ttp
://k
ash
ib
a-p
lu
s.co
m
/en
try

)

よ
り
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
期
限
　
12
月
31
日(

火)

ま
で

▼
問
合
先
　
香
芝
市
商
工
会

☎
77

－

４
３
２
８

自
衛
官
募
集

【
自
衛
官
候
補
生
】

○
応
募
資
格
　
採
用
予
定
月
の
1
日

現
在
、
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
か
た

○
受
付
期
間
　
年
間
を
通
じ
て
行
っ

て
お
り
ま
す
。
　
　
　
　

○
試
験
日
　
受
付
時
に
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

【
一
般
曹
候
補
生
】

○
応
募
資
格
　
令
和
２
年
４
月
１
日

現
在
、
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
か
た

○
受
付
期
間
　
９
月
６
日
（
金
）
ま

で○
試
験
日
　
１
次
試
験
９
月
20
日
　

（
金
）
～
22
日
（
日
）
ま
で
の
間
の

指
定
す
る
1
日

＊
２
次
試
験
あ
り

【
航
空
学
生
】

○
応
募
資
格
　
令
和
２
年
４
月
1
日

現
在
、
21
歳
未
満
の
か
た

（
海
上
自
衛
隊
に
つ
い
て
は
23
歳
未

満
の
か
た
）

○
受
付
期
間
　
９
月
６
日
（
金
）
ま

で○
試
験
日
　
１
次
試
験
９
月
16
日
　

（
月
・
祝
）

＊
２
次
・
３
次
試
験
あ
り

☆
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
://w
w
w
.

m
o
d
.g
o
.jp
/p
co
/n
a
ra

）
で
も
資
料

閲
覧
、
請
求
が
で
き
ま
す
。

▼
問
合
先
　
自
衛
隊
橿
原
地
域
事
務

所
　

☎
０
７
４
４

－

29

－

９
０
６
０

募
集
し
て
い
ま
す
！

放
送
大
学
２
０
１
９
年
度
学
生

　
放
送
大
学
で
は
２
０
１
９
年
度
第

２
学
期
（
10
月
入
学
）
の
学
生
を
募

集
し
て
い
ま
す
。
放
送
大
学
は
テ
レ

ビ
や
ラ
ジ
オ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

通
し
て
学
ぶ
通
信
制
の
大
学
で
す
。

心
理
学
・
福
祉
・
自
然
科
学
・
外
国

語
・
政
治
経
済
な
ど
約
３
０
０
科
目

あ
り
、
幅
広
い
分
野
を
学
ぶ
こ
と
が

で
き
ま
す
。
　
　

▼
出
願
方
法
　
郵
送
ま
た
は
放
送
大

学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
://w
w
w
.

o
u
j.ac.jp

）
か
ら
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

▼
出
願
期
限
　

・
第
１
回
出
願
期
間

：

８
月
31
日

（
土
）
ま
で

・
第
２
回
出
願
期
間

：

９
月
１
日

（
日
）
～
20
日
（
金
）
ま
で

▼
出
願
・
問
合
先
　
放
送
大
学
奈
良�

学
習
セ
ン
タ
ー
　
〒
６
３
０

－

８
５�

８
９
　
奈
良
市
北
魚
屋
東
町
奈
良
女�

子
大
学
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ�

ー
３
階
　
☎
０
７
４
２

－

20

－

７
８�

７
０

　これまでにも毎年、市内小学校へ学用品などをご
寄贈いただいておりましたが、このたび二上小学校
へ楽器を、志都美小学校へ遊具をご寄贈いただきま
した。また、「教育及び子育て環境の充実に関する
事業」に役立てるため、香芝市ふるさとまちづくり
寄附金として３００万円をご寄附いただきました。

株式会社　疋田建設　様

ご寄附・ご寄贈
ありがとうございます
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イ
ベ
ン
ト
・
講
座

お
知
ら
せ

７
月
は「
青
少
年
の
非
行
・

被
害
防
止
全
国
強
調
月
間
」

　
子
ど
も
た
ち
が
待
ち
に
待
っ
た
夏

休
み
が
や
っ
て
き
ま
す
。
夏
休
み
は

学
校
や
勉
強
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
気

も
ゆ
る
み
が
ち
に
な
り
、
ま
た
誘
惑

に
負
け
や
す
い
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
が
非
行
に
走
っ
た
り
、

犯
罪
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に
は
、

家
庭
や
学
校
、
地
域
社
会
が
連
携
し

て
、
子
ど
も
た
ち
が
健
全
に
成
長
で

き
る
環
境
作
り
が
大
切
で
す
。

　
青
少
年
の
非
行
・
被
害
防
止
の
た

め
、皆
さ
ん
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
先
　
市
役
所
生
涯
学
習
課

（
青
少
年
セ
ン
タ
ー
）
☎
44

－

３
３�

３
９戦

没
者
遺
児
に
よ
る

慰
霊
友
好
親
善
事
業

▼
日
時
　
８
月
～
令
和
２
年
３
月

▼
場
所
　
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ミ
ャ
ン
マ

ー
な
ど
旧
戦
域
各
地

▼
対
象
　
戦
没
者
遺
児

▼
内
容
　
日
本
遺
族
会
で
は
、
「
令

和
元
年
度
戦
没
者
遺
児
に
よ
る
慰
霊

友
好
親
善
事
業
」
の
参
加
者
を
募
集

し
て
い
ま
す
。
同
事
業
は
、
厚
生
労

働
省
か
ら
補
助
を
受
け
実
施
し
て
お

り
、
先
の
大
戦
で
父
等
を
亡
く
し
た

戦
没
者
の
遺
児
を
対
象
と
し
て
、
戦

没
し
た
旧
戦
域
を
訪
れ
、
慰
霊
追
悼

を
行
う
と
と
も
に
、
同
地
域
の
住
民

と
友
好
親
善
を
は
か
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

▼
申
込
先
　
奈
良
県
遺
族
会
事
務
局

☎
０
７
４
２

－

22

－

３
６
５
６

▼
問
合
先
　
日
本
遺
族
会
事
務
局

☎
03

－

３
２
６
１

－

５
５
２
１

「
ゆ
う
ド
キ
ッ
！
」放
映
中

　
本
市
を
は
じ
め
県
内
各
市
の
イ
ベ

ン
ト
・
行
事
な
ど
の
ニ
ュ
ー
ス
を
、

奈
良
テ
レ
ビ
放
送
の
番
組
内
で
放
映

し
て
い
ま
す
。
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
放
映
番
組
　
「
ゆ
う
ド
キ
ッ
！
」

内
の
「
い
き
い
き
ま
ち
だ
よ
り
」
コ

ー
ナ
ー

▼
放
映
時
間
　
「
い
き
い
き
ま
ち
だ

よ
り
」
コ
ー
ナ
ー
は
午
後
６
時
30
分

ご
ろ
か
ら
始
ま
る
予
定
で
す
。

▼
本
市
が
紹
介
さ
れ
る
７
月
の
放
映 

日
　
７
月
12
日（
金
）・
19
日（
金
）・

26
日
（
金
）

▼
問
合
先
　
市
役
所
秘
書
広
報
課
　�

☎
44

－

３
３
２
３

写
真
募
集
中
！

広
報
か
し
ば
「
今
昔
ア
ル
バ
ム
」

　
毎
月
21
日
発
行
の
広
報
か
し
ば

「
今
昔
ア
ル
バ
ム
」
に
掲
載
す
る
、

古
い
ま
ち
並
み
や
風
景
な
ど
の
写
真

を
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。

＊
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先
　
市
役
所
秘
書
広
報
課
　�

☎
44

－

３
３
２
３

奈良電子自治体共同運営システム（e古都なら）で
総合福祉センター施設の仮予約申請受付を開始しました

７月１日より、次の対象施設についてインターネットで仮予約申請が可能となりました。
なお、仮予約申請を行うには、事前に利用者登録をする必要があります。

◆対象施設　総合福祉センター各室、ゲートボール場
◆予約受付期間
○総合福祉センター各室　利用日の２か月前～１か月前までの午前１０時～午後１１時５９分　
○ゲートボール場　利用日の６週前～１か月前までの午前１０時～午後１１時５９分
＊予約後、２週間以内に総合福祉センター窓口で利用申請の手続きを行ってください。期限が過ぎると
仮予約がキャンセルされます。
◆総合福祉センター受付時間　午前９時～午後５時まで
＊土・日・祝日及び年末年始 ( １２月２９日～１月３日 ) は窓口受付できません。
＊市主催イベントなどにより、臨時で受付を行わない場合があります。
◆持参物　利用者登録証

～仮予約申請から完了までの流れ～

利用者登録 総合福祉センター窓口で所定の様式に記入し提出ください。利用者登録証が発行されます。
↓

仮予約申請
施設の予約受付期間内に申し込みください。
＊この時点ではまだ予約は確定していません。

↓
仮予約受付通知 申込内容などの受付通知が届きます。

↓

利用申請
総合福祉センター窓口で利用申請書に記入・提出し、利用料金を支払いください。
＊利用者登録証の提示が必要です。

↓
予約完了

◆申請 ・問合先　総合福祉センター　　☎７９―７５２０

☆利用者登録　
総合福祉センター窓口にて所定の様式に記入し、提出してください。後日、利用者登録証を発行します。
〇持参物　運転免許証や健康保険証など本人確認ができる書類
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子
ど
も
・
若
者(

ニ
ー
ト

ひ
き
こ
も
り)

支
援
相

談
を
実
施
し
て
い
ま
す

▼
日
時
　
月
～
金
曜
日
　
午
前
９
時

～
午
後
４
時

＊
祝
日
の
場
合
は
休
み

▼
場
所
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
社
会

福
祉
協
議
会
　

▼
対
象
　
15
歳
か
ら
概
ね
39
歳
ま
で

の
か
た

▼
内
容
　
子
ど
も
・
若
者
支
援
相
談

窓
口
は
、
ニ
ー
ト
・
引
き
こ
も
り
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
を
持
っ
て
い
る

か
た
に
必
要
な
支
援
機
関
と
連
携
し

問
題
解
決
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

▼
相
談
員
　
社
会
福
祉
協
議
会
職
員

（
社
会
福
祉
士
）
　

▼
費
用
　
無
料

▼
問
合
先
　
社
会
福
祉
協
議
会
　
☎

76

－

７
１
０
７

開催日が祝・休日・年末年始（１２月２９日～１月
３日）の場合は休みとなります。詳しくは、事前に
電話で確認してください。相談コーナー相談コーナー

人権４コマ
まんが

相談名 相談内容 開催日・時間 場　所 担当・問合先など

法律相談 生活全般に関すること

毎月第２・４水曜日�

午後１時～４時２０分�

( １人につき２５分）

( 予約受付 ) 市役所

２階・大会議室前

予約制（電話予約不可）・受付は当日午前８

時４５分より先着８名　

◆総務課　☎４４－３３３３

法律相談�

(中南和法律相談センター)
生活全般に関すること

毎月第１・３金曜日�

午後１時～４時
市役所会議室棟

予約制（２週間前より電話受付）定員６名�

◆奈良弁護士会　☎０７４２－２２－２０３５

民事法律扶助相談 生活全般に関すること
毎月第３水曜日�

午後１時～４時
総合福祉センター

予約制（前日午後５時までに電話受付）定員６名�

◆奈良弁護士会　☎０７４２－２２－２０３５

女性法律相談
女性特有の生活全般に

関すること

毎月第４木曜日�

午後１時３０分～４時３０分
市役所会議室棟

予約制 ( １か月前より受付 )・先着６名 ( 女

性限定 )・女性弁護士による相談

◆市民協働課　☎４４－３３１４

行政相談 行政に関すること
毎月第１水曜日�

午前９時～午後３時
総合福祉センター ◆社会福祉協議会　☎７６－７１０７

税相談 税全般に関すること
毎月第３木曜日（２月・３月

は休み）午後１時～４時
市役所会議室棟

先着６名（当日正午より会議室棟にて受付）�

◆税務課　☎４４－３３０７

市税夜間納付相談
市税の納付全般に関す

ること

月の最終平日

午後５時１５分～７時３０分
市役所納税促進課 ◆納税促進課　☎４４－３３１０

保険料夜間納付相

談

国保・介護・後期保険料

の納付相談に関すること

月の最終平日�

午後５時１５分～７時３０分
総合福祉センター ◆保険料収納課　☎４３－７１０９

税務署からのお知らせ
～相続税・贈与税・譲渡所得に関する相談のご案内～

　相続税・贈与税・譲渡所得に関する来署による相談は、事前予約制
で平日の水・金曜日に実施しています。希望されるかたは、資産課税
部門（☎２２－２８０９）に連絡の上、相談日時の予約をしてください。
　また、「近畿税理士会葛城支部」、「公益社団法人葛城納税協会」及
び「近畿税理士会もしもし税金相談室」においても、下表のとおり無
料相談を実施していますので、併せて利用ください。

開催日・時間 相談形式 場所・問合先 問合時間帯

毎週火曜日
午後１時～４時

面接

近畿税理士会葛城支部 ( 大和
高田市西町１- ５０　葛城納
税協会２階 )�
☎２２- ５２８８

平日
（午前１０時～正午、
午後１時～４時）
＊火曜日を除く

毎週月曜日・木曜日
午後１時～４時

面接
（事前予約制）

公益社団法人葛城納税協会
( 大和高田市西町１- ５０)�
☎２２- ６０７１

平日
（午前９時～正午、
午後１時～５時）

月～金曜日
午前１０時～午後４時

電話
近畿税理士会もしもし税金相
談室�
☎０５０-５５２０-７５５８

―
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相
　
談

お
知
ら
せ

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

相談名 相談内容 開催日・時間 場　所 担当・問合先など

人権相談 人権全般に関すること
毎月第１水曜日�
午前９時～午後３時

総合福祉センター
当日直接会場で受付（電話予約不可）�
◆担当　市民協働課　☎４４－３３１４

奈良県子育て女性�
就職相談

子育て中の女性に関す
る就職相談

毎月第２火曜日�
午前９時～正午

市役所会議室棟�
第４会議室

予約制（１か月前より電話受付）先着３名�
◆奈良県子育て女性就職相談窓口�
☎０７４２－２４－１１５０

身体障がい者相談
身体障がい者の日常に
おけるさまざまな相談

第２水曜日�
午後１時３０分～３時３０分

総合福祉センター ◆社会福祉協議会　☎７６－７１０７

精神保健福祉相談
精神保健福祉に関する
こと

毎週火曜日�
午後１時～４時

総合福祉センター
予約制（平日午前９時～午後５時３０分までに�
電話受付）�
◆生活支援センターなっつ　☎２３－７２１４

障がい児相談支援
障がい児通所支援に関
する相談

月～土曜日�
午前１０時～午後４時３０分

総合福祉センター
予約制（前日までに電話受付）�
◆社会福祉協議会　☎７９－７５２９

すこやか育児相談 育児相談

第１～４月曜日�
午前１０時～１１時３０分

みつわ保育所 ◆みつわ保育所　☎７７－２１８４

第１～４火曜日�
午前１０時～１１時３０分

若葉保育所 ◆若葉保育所　☎７７－２７５８

第１～４金曜日�
午前１０時～１１時３０分

五位堂保育所 ◆五位堂保育所　☎７７－２０２３

第１～４土曜日�
午前１０時～１１時３０分

二上・�
真美ヶ丘保育所

◆二上保育所　☎７７－２９４４�
◆真美ヶ丘保育所　☎７６－４７７７

家庭児童相談
児童全般の相談に関す
ること

月～金曜日�
午前９時～午後４時

総合福祉センター ◆児童福祉課　☎７９－７５２２

ひとり親相談
ひとり親家庭の相談に
関すること

月～金曜日�
午前９時～午後４時

総合福祉センター ◆児童福祉課　☎７９－７５２２

子育て・虐待悩み
の相談

子育てや虐待の相談に
関すること

月～金曜日�
午前９時～午後４時

総合福祉センター ◆児童福祉課　☎７９－７５２２

不登校電話相談
児童・生徒の不登校に
関すること

毎月第１・３水曜日�
午前９時～正午

（電話のみ） ◆学校教育課　☎４４－３３３４

教育相談
園児・児童・生徒の園・
学校生活に関すること

月～金曜日�
午前８時３０分～午後５時
１５分

市役所学校教育課 （学校のこと）◆学校教育課　☎４４－３３３４

市役所こども課
（園のこと）◆こども課　☎４４－３３３６
＊事前に連絡ください

子ども・若者（ニー
ト・ひきこもり）
支援相談

社会生活を円滑に営む
上での相談ごと

月～金曜日�
午前９時～午後４時

総合福祉センター ◆社会福祉協議会　☎７６－７１０７

消費生活相談 消費生活に関すること

毎週月～水・金曜日�
午前１０時～正午�
午後１時～３時

市役所�
消費生活センター

◆相談窓口　☎４４－３３１３�
◆問合先　商工振興課　☎４４－３３１２

毎週木曜日�
午前１０時～正午�
午後１時～３時

広陵町総合保健福祉
会館(さわやかホー
ル)

◆広陵町地域振興課　☎５５－１００１

心配ごと相談
日常生活においての相
談ごと

毎月第１水曜日�
午前９時～午後３時

総合福祉センター ◆社会福祉協議会　☎７９－５８５８
毎月第２・３・４水曜日�
午前９時～正午

老人健康相談
お年寄りの健康に関す
ること

月～金曜日（木除く）�
午前１０時～正午

総合福祉センター ◆社会福祉協議会　☎７９－５８５８

福祉法律相談
成年後見制度や悪徳商
法被害などの福祉法律
相談

毎月第２水曜日�
午後２時～、午後３時～、
午後４時～（各回４０分）

総合福祉センター
予約制・定員３名�
◆社会福祉協議会　☎７９－５８５８

ボランティア活動
相談

ボランティアに関する
相談・紹介・登録

月～土曜日（木除く）�
午前９時～午後４時

総合福祉センター ◆ボランティアセンター　☎７６－７１７９

生活困窮者自立相
談・奈良県生活困
窮者等広域就労準
備支援

生活・仕事・ひきこも
りなどに関する困りご
と

月～金曜日�
午前８時３０分～午後５時
１５分

総合福祉センター ◆社会福祉協議会　☎７６－７１０７

空き家相談 空き家に関する相談
月～土曜日�
午前９時～午後５時

（電話のみ）
◆ＮＰＯ法人空き家コンシェルジュ�
☎０７４４－３５－６２１１

若者自立相談

仕事に就くのが不安・
自立のためのサポート
が必要な若者への就労
支援

毎月第２･４木曜日�
午前９時～正午

中央公民館

事前予約優先（平日・土曜午前９時～午後
６時までに電話受付）�
◆若者サポートステーションやまと�
☎０７４４－４４－２０５５
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＊ 新しく入った本から ＊

https://www.lib100.nexs-service.jp/kashiba-city/

★市民図書館情報★
ブックポストには、返却する本だけを入れてください。

携帯電話用 スマートフォン用
☎７７－１６００（ふたかみ文化センター３階）

〒６３９－０２４３　藤山1－１７－１７

魔
法
を
召
し
上
が
れ

瀬
名
　
秀
明

・一度きりの人生だから������伊集院　静
・てらこや青義堂������������������今村　翔吾
・ほとほと�������������������������� 高樹　のぶ子
・一日一語������������������������������斎藤　一人
・くらべてわかる甲虫１０６２種
　���������������������������町田　龍一郎［監修］

・悦な収納のすすめ���������� 本多　さおり
・ｅスポーツ地方創生����������筧　誠一郎

<児童書>
・空飛ぶのらネコ探険隊・キジムナー
と乗っとられたのら号������ 大原　興三郎
・物語たくさんのお月さま
　���������������������������ジェームズ・サーバー
・たべたらうんち！
　���������������ひさかたチャイルド［出版］�
・あれあれあれれ
　�������������������������������������� つちだ　のぶこ

（一般書・児童書２６６冊）

★�ここに掲載している以外の本も、電話で
予約できます。

○ ７月・８月の休館日

○開館時間
・平日（火～金曜日）：午前９時３０分～午後７時
・土・日・祝日：午前９時３０分～午後５時

＊視聴覚室は、午後５時で閉まります。平日午後５時以降のＤＶＤ・
ＣＤなどの貸出、返却は図書室で行います。

７月８日（月）・１６日（火）・２２日（月）・２９日（月）・８月１日（木）・５日
（月）・１３日（火）・１９日（月）・２６日（月）

おはなし会

えほんたいむ
「よちよち」

「どようび」

大人のためのちいさな朗読会

ほんでぇコミュニケーション ( 読書会 )

絵本、おはなしなど
楽しいひとときを

◆日時：７月２７日（土）
＊８月１０日（土）は休みです。
午後３時～３時３０分
◆場所：おはなし室　　◆対象：３歳以上

◆日程・対象：７月１９日（金）０・１歳児
◆時間
・１回目：午前１０時３０分～１０時５０分
・２回目：午前１１時～１１時２０分
◆場所：おはなし室

◆日程・対象：８月３日（土）２歳児～
◆時間：午前１０時３０分～１１時
◆場所：おはなし室

◆日時：７月２６日（金）・８月９日（金）
午前１０時～１１時
◆場所：会議室

◆日時：８月１７日（土）
午後２時～３時３０分(３０分前受付)
◆場所：おはなし室
◆テーマ：夏休み
＊本は各自で用意ください。
◆定員：先着１０名
◆申込方法：直接窓口もしくは電話で申し
込みください。
◆申込期間：７月１７日(水)～８月１６日
(金)

★都合により内容が一部変更になる場合がありますのでご了承ください。　http://www.kashiba-mirai.com
ふたかみ文化センター

◆時間　午後２時開演 ( ３０分前開場 )
◆場所　ふたかみ文化センター１階・市民ホール
◆費用　５００円　＊未就学児は無料

◆時間　①午前１０時～１１時３０分、②正午～午後１
時３０分、③午後２時～３時３０分
◆会場　ふたかみ文化センター２階・
会議室
◆対象　３歳～小学校６年生まで（４
年生以下は保護者同伴）
◆定員　先着各１０名　
◆費用　５００円 ( 材料費 )

◆時間　午後１時３０分～４時
◆会場　ふたかみ文化センター２階・小ホール
◆定員　先着５０名　
◆料金　２００円（フリードリンク）
＊ふたかみ倶楽部会員は無料

◆時間　午後７時～８時３０分
◆会場　ふたかみ文化センター
２階・会議室、屋上
◆定員　先着５０名
◆料金　３００円（３歳以下無料）
＊詳細は問い合わせください。

◆問合先　ふたかみ文化センター�・�二上山博物館
　　　　　　〒６３９－０２４３　藤山１－１７－１７　☎７７－１０００（ふたかみ文化センター）、☎７７－１７００（二上山博物館）
　　　　　＊申込受付は、午前９時～午後８時（毎月第１月曜日の休館日と臨時休館日を除く）

「リンちゃんの不思議な一日」

木の街をつくろう 「ピノキオ」　(アメリカ )

天体観測のゆうべ

ほのぼのクラシックvol.4

クラフト教室 【二上山映画館④】８／６（火）

８／１０（土）

７／２７（土）

７／２７（土）

<一般書>
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行事／対象・定員 実施日時・場所 申込方法 注意事項など

献血
１６～６９歳

７／２６（金）
午後２時～４時
保健センター

当日会場で
受付

・持参物：献血カード、本人確認できるもの（運転
免許証など）
・６５歳以上のかたは６０～６４歳の間に献血経験
のあることが必要条件です。

地域で検診
２０歳以上
８０名

７／２９（月）
午前１０時～

旭ヶ丘ニュータウン自治会館
＊駐車場なし

随時
電話受付中

・内容：結核・肺がん検診、骨密度測定、体組成測定、
血圧測定、ストレッチ、試食　など
・費用：結核・肺がん検診３００円 *、喀痰検査
５００円 *

プレママ教室
（母親教室）
妊娠５か月以降の
妊婦とその家族
１５名

①８／２（金）
・９／４( 水 )

午前９時３０分～１１時３０分
②８／２１（水）
・９／１３( 金 )

午前１０時～１１時３０分
③９／１２（木）

午後１時または午後２時～
保健センター

随時
電話受付中

①出産・育児への不安や悩みについて、安産ストレッ
チ
＊動きやすい服装（ズボン着用）で参加ください。
＊沐浴方法を知りたいかた、パパの妊婦体験ご希望
のかたは申込時に伝えてください。
②育児と食事の情報交換会
＊１１時から子育て交流会と合同になります。
③妊婦歯科検診
・持参物　母子健康手帳・筆記用具

離乳食教室
①４か月児～２回
食を始めている児
②３回食を始めて

いる児
２０名

①８／２３（金）
・９／１８（水）
②８／２９（木）
・９／２５（水）
午前９時４５分～
１１時３０分
総合福祉センター

随時
電話受付中

・内容：離乳食の作り方見学と試食会
・持参物：母子健康手帳・筆記用具・赤ちゃんのミ
ルクなど必要なもの
＊抱っこひもをお持ちのかたは持参してください。

保健センター からの お知らせ
◆保健センターへお越しの際は、駐車台数に限りがありますので、公共交通機関もご利用ください。

◆料金の記載がない行事は、無料で参加できます。

◆料金中の＊は７０歳以上のかた（手続不要）�、市民税非課税世帯及び生活保護法による被保護世帯のかたは、検診

料が無料になりますので、事前に保健センターで手続きしてください。

◆気象警報など状況によっては、行事を中止、変更することもありますので、市のホームページで確認するか、保健

センターまで問い合わせください。

●申し込み ・ 問い合わせは

　 保健センター ☎７７－３９６５

◆日時　８月５日（月）午前１０時～
正午
◆場所　総合福祉センター３階・調理
室
◆対象　小学４年生～小学６年生
◆内容　「作ってみようよ！！夏休み
の昼ごはん」をテーマにミニ講義・調
理実習を行います。
◆定員　先着２０名
◆持参物　エプロン・三角巾
・布巾２枚・筆記用具
◆申込方法　電話で申し込み
ください。

◆日時　８月２５日（日）午後１時３０分～３時３０分
◆場所　総合福祉センター
◆対象　３歳児～小学生の親子　◆定員　先着２０組　�
◆申込方法　電話で申し込みください。�◆主催　奈良県

◆内容　
○講話「～子どもの食育について
考えよう～野菜を使った減塩の方
法を学びましょう」
・講師　野原潤子氏 ( 畿央大学 )
○体験　
・適塩みそ汁試飲
・あなたが調理で使う塩は何ｇ？
・野菜釣りゲーム・カルタ
・紙芝居　など

こども料理教室 親子減塩教室

『楽しもう！ 「食べること」 と 「つくること」 ～できることからはじめよう～』

野菜消しゴム
プレゼント！
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第４６２号日月年令和元 ７ ５

 月 日 香 芝 清 掃 大 和 清 掃

８/１（木）
狐井（磯壁の一部を含
む）

２（金）良福寺・鎌田

３（土）東良福寺

５（月）東良福寺 高・上中

６（火）別所・瓦口 今泉・平野・尼寺

 月 日 香 芝 清 掃 大 和 清 掃

７（水）五位堂 下田 ( 西・東 )

８（木）五位堂
北今市・藤山・穴虫・畑・
逢坂

９（金）五位堂 関屋・田尻・穴虫

１６（金）畑・磯壁・本町

１７（土）下田（西・東）・五ヶ所

＊くみ取り便槽 ( 非水洗 ) 収集日程　８月分 ◆問合先　市役所市民衛生課　☎４４－３３０６

＊浄化槽清掃日程　８月分　�（日曜・祝日・休日は休み）

８月１６日（金）～３１日（土）［大和清掃］関屋北２・３・４・５・８丁目

８月１９日（月）～３１日（土）［香芝清掃］別所・瓦口

＊各日程については、作業の状況により２～３日前後することがあります。

＊浄化槽は、浄化槽法第１０条で年１回以上の清掃が義務付けられています。

＊転入・転出されるとき、また公共下水道に切り替えられたときは、市役所市民衛生課まで連絡ください。

＊清掃の作業内容などについては、各清掃業者へ問い合わせください。

＊８月１０日( 土 ) ～１５日（木）までは、大和清掃及び香芝清掃は、夏季休業します。

◆香芝清掃　☎７６－６１０８　大和清掃　☎５２－３３７２

＊作業時間の目安は、月～金曜日：午前８時～午後３時、土曜日：午前８時～正午です。作業時間により前後する場合があります。

＊浄化槽清掃については、８月に汲みもれた世帯は、９月下旬ごろ一斉清掃と同じ料金で清掃できる予備の日を設けますので、 ９月２日

（月）～６日（金）までに市役所市民衛生課へ電話で申し込みください。（注意：予備日の受付件数には限りがあり、先着順での受付と

なるため、希望に添えない場合があります）

●コミュニティバス運休日：７月１１日（木）・１５日（月・祝）・１８日(木 )・２５日(木 )・８月１日(木 )・８日(木 )

＊木曜シャトル便については、上記運休日も運行しています。(１５日を除く)

７月は　差別をなくす強調月間
　奈良県では、７月を 「差別をなくす強調月間」 と定めています。 お互いに気づき・認め合うことが、
人権を守ることにつながります。 　
　この機会に、 身近な人権について考えましょう。

人権を考える　香芝市民集会
日時　７月２０日（土）午後１時３０分～３時３０分 (３０分前開場 )

場所　ふたかみ文化センター１階 ・市民ホール
◆対象　市内在住・在職のかた
◆内容　「あきらめない心～見えなくなって得たもの～」を
テーマに障がい者の人権について講演を行います。
◆講師　近藤寛子氏（視覚障がい者女子マラソン選手 / パ
ラリンピアン）
◆費用　無料
☆要約筆記・手話通訳あり。
◆主催　香芝市人権問題啓発活動推進本部・香芝市人権教
育推進協議会
◆問合先　市役所市民協働課　☎４４―３３１４

近藤寛子氏


